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1章. 調査概要 

1-1. 調査目的 

本調査は、杉並区を対象に、モデル事業の構築に向けた事業手法・スキームの導入検討を

行う。詳細は以下に示すとおりである。 

グリーンインフラは複数の機能を有するため、様々な自治体の施策に関連するほか、推進、

整備にあたっては関係機関が複数にまたがり、方針や整備に至るまでの調整事項が多く存在

するため、本調査では、杉並区を対象としてグリーンインフラを推進するために一元的な情

報基盤整備（場づくり）の仕組みや、官民連携の橋渡し役となる中間支援組織づくりを検討

することを目的とする。 

なお、本調査におけるグリーンインフラの推進とは、区民に、杉並区が抱える浸水被害や

合流式下水道による河川への負荷の課題やグリーンインフラの定義、杉並区が目指すグリー

ンインフラのビジョンの理解を広げ、対策として雨庭の整備を公共空間と民有地にて広めて

いくこととする。 

 

1-2. 調査概要 

(1) 調査業務名称    民間提案型官民連携モデリング事業（調査テーマ番号 3-②） 

(2) タイトル        グリーンインフラに関する官民連携の包括管理・運営サービス 

(3) 調査テーマ      分野：グリーン社会の実現 

3-②官と民の共働 

(4) 履行期間        令和 7年 7月 7日～令和 8年 2月 19日 

(5) 調査委託先民間事業者  株式会社建設技術研究所 

(6) 導入検討先地方公共団体 東京都杉並区 
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1-3. 調査項目の概要 

住宅地が 7 割以上を占める杉並区内におけるグリーンインフラ（以下、GI と示す）の実装

では、区民の主体的な関わりや協働のほか、企業との協働が欠かすことができない。 

また、区民が GI に関する情報を得ようとした場合、関連情報が多岐に亘るため、現状では

すぐに入手できない。さらに杉並区が問い合わせを受けた場合に、人員不足や公平性の観点

から迅速・的確な回答ができない課題がある。 

これらを踏まえて、様々な立場の関係者が連携して取組を進めるため、一元的な情報基盤

整備（場づくり）の仕組みの検討、情報基盤整備を用いた包括管理・運営の提供の試行によ

る、グリーンインフラ（以降 GI とする）の推進を検討した。 

 

一元的な情報基盤整備（場づくり）は、次の５つの要素により構成した。 

①相談窓口の開設 

②専門家の指導体制確保・指導の実施 

③事例紹介マップ作成 

④認証制度の開始・審査・登録 

⑤集い・体験の場の提供・運営 

 

また、整備した情報基盤を用いた包括管理・運用（ワンストップサービス）を提供するた

めに、中間支援組織の発掘、運営調整、資金確保の仕組みづくりの検討を行い、中間支援組

織による試行的な運用を一定期間実施した。中間支援組織のスキーム概念図を図 1-1 に、各

調査項目の概要を表 1-1 に示す。 

 

 

図 1-1 スキーム概念図 
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表 1-1 調査項目の概要 

項目 概要 

相談窓口の開設 
グリーンインフラ用の意見交換・マッチング可能な掲示板、活

動共有 MAP、相談窓口をまとめて開設･運用し一元管理できる WEB
ページを既存のシステムであるすぎなみプラスに作成した。 

専門家派遣制度の検討 
相談窓口への問い合わせに対する技術相談や指導対応のほか、

区民向けの指導などを実施する制度を検討した。 

MAP作成・公開 
ポテンシャルや実施箇所等の情報を MAP化して WEBで閲覧でき

るようにした。 

認証制度の作成 
雨庭認定制度の事例を踏まえ、杉並区版の雨庭認定制度を設立

することを予定していたが、議論を経て現段階では登録制度が適
しているとの結論にたり、その仕組みを検討した。 

体験の場の提供 
学校や公園、区の施設を候補として見学可能な雨庭のメンテナ

ンス体験の場を企画し、開催した。 

 

ここで、国土交通省によるグリーンインフラの定義を整理した。 

グリーンインフラとは、自然の多様な機能を活用した社会資本であり、将来にわたり持続

可能で魅力ある国土・都市・地域づくり及びウェルビーイング向上に貢献するもの。 

これは、人と自然の関わりから形成されるものであり、戦略的な計画、持続的な維持管理、

幅広いステークホルダーの参画などを通じてより大きな効果の発現が期待できる。 

 

図 1-2 グリーンインフラの定義 

出典：グリーンインフラ推進戦略 2030 参考資料、 

   国土交通省総合政策局環境政策課 令和 8 年 1 月作成、https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001978316.pdf 
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1-4. 検討ステップ（検討フロー） 

本調査の検討ステップを図 1-3 に示した。 

 

図 1-3 検討フロー 
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2章. 導入検討先自治体の概況 

2-1. 導入検討先自治体の基礎情報 

2-1.1  杉並区の概要 

（1） 位置 

杉並区は東京都 23 区の西側にあり、一般

に「城西地区」と呼ばれ、東は中野区、渋谷

区、西は三鷹市、武蔵野市、南は世田谷区、

北は練馬区と隣り合っている。 

 

（2） 杉並区の概要 

武蔵野台地の上、東京 23 区の西端に位置し、おおむね方形で面積は 34.06 平方キロメー

トルと 23 区中 8 番目の広さである。 

杉並区は東京の発展とともに、比較的自然に恵まれた住宅都市として成長してきた。 

関東大震災（大正 12 年（1923 年））の後、都心から多くの人たちが移り住み、杉並区は

昭和７年（1932 年）に誕生した。以来、牧歌的な農村のたたずまいから大きく変貌を遂げ

つつ連綿と発展を続け、人口は今や、57 万人を数えるに至っている。 

宅地のうち住宅用地の割合が 80％を超える杉並区には、「良質な住宅都市」というイメ

ージが区内外に定着しており、３つの河川に囲まれた、みどりと水辺のあふれる街並みと

相まって、より良いまちをみんなで築いていく、という良き住民性を育む風土が形づくら

れていると考えられる。 

引用：杉並区基本構想 

 

（3） 人口と世帯 

人口：582,636 人 

男性：280,413 人 

女性：302,223 人 

世帯：339,208 

 

（4） 区名の由来 

杉並区の地名のおこりは、江戸時代の初め、成宗・田端両村の領主であった岡部氏が、

領地の境界のしるしとして、青梅街道に沿って植えたと言われる杉並木があったことに始

まる。この杉並木は明治前になくなったが、その後「杉並」の名は村名として採用され、

町名、さらに区名となって現在に至る。 
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2-1.2  人口動態 

杉並区統計白書から令和 5 年度の人口の増減を図 2-1 に示す。合計では 2373 人増加して

いる。 

 

図 2-1 人口の増減 

 

令和井 6 年 1 月 1 日の年齢構成は、10 歳代以下が少なく最も多い世代は 20～24 歳となっ

ている。 

 

図 2-2 年齢構成 
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2-1.3  財政状況 

杉並区財政ダッシュボードから令和７年度の予算の全体像を図 2-3 に示す。 

近 5 年の予算は一般会計の増加に従い、全体も増加傾向にある。 

 

出典：杉並区財政ダッシュボード 

図 2-3 杉並区予算の全体像 

 

2-1.4  職員数の推移 

職員数を平成 27 年度以降でみると、29 年度以降は増加傾向にある。年齢構成は、30 歳前

半から 20 歳代の若手職員が多く、40 歳代が他の年代に比べて少ない傾向にある。 

 

※特別職を除き、暫定再任用フルタイム勤務職員（令和４年度までは、再任用フルタイム勤務職員）を含む。 

出典：杉並区職員白書 令和 6 年度（2024）、令和 6 年 9 月、杉並区 

図 2-4 杉並区職員数 
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出典：杉並区職員白書 令和 6 年度（2024）、令和 6 年 9 月、杉並区 

図 2-5 年齢別・男女別職員数 
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2-2. 対象施設（インフラ）の基礎情報 

グリーンインフラを展開する際の対象施設として、公共の空間としては河川、公園、学校

等、図書館、プライベートな空間として住宅地の基礎情報を整理した。 

 

表 2-1 対象施設の基礎情報 

分類 対象施設 面積 箇所数 

― 区の面積 3,406 ha   

公共 河
川 

妙正寺川 1,150 m   

善福寺川 10,120 m   

神田川 7,900 m   

公園         区立 669,144 m2 336 カ所 

           都立 637,593 m2 5 カ所 

学
校
等 

保育所 区立   29 カ所 

保育所 私立   158 カ所 

幼稚園 区立   6 園 

幼稚園 私立   36 円 

小学校 区立   40 校 

小学校 私立   2 校 

中学校 区立   23 校 

中学校 私立   8 校 

高等学校 都立   7 校 

高等学校 私立   12 校 

特別支援学校   3 校 

専修学校･各種学校   15 校 

図書館   13 館 
プ ラ イ

ベート 
住宅系用途地域 

 うち 第一種低層住居専用地域 

2,918.5 

2,182.2 

ha 

ha 

  

 経営耕作地面積(2,776a) 27,76 ha   

 

 

杉並区の土地利用 

本区の用途地域の指定状況は表 2-1 および図 2-7 のとおり､第一種低層住居専用地域の

占める割合が 64.1%と最も高い｡また、住居系用途地域全体では 2,918.5ha で、本区全体の 

85.8%を占めている。 

本区の土地利用状況は、建物の建っている土地（宅地）の約 8 割が戸建住宅や共同住宅等

の住宅用地であり、23 区中住宅地の比率が高く、住宅都市であることが分かる｡ 

住宅地では戸建住宅からマンション等の集合住宅化が進んでおり、特にＪＲ中央線駅周辺

や幹線道路沿道には多くの中高層の集合住宅が分布している。一方、環状八号線より西側で

は、比較的敷地面積が広い宅地が多く分布している。 

商業用地はＪＲ中央線駅周辺や甲州街道、青梅街道、環状七号線、環状八号線等の幹線道

路沿道に分布している。 

大規模な公園やグラウンドは善福寺川、神田川沿いに多くが分布しており、農地は環状八

号線西側の北部と南部に多く分布している。 
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旧版 杉並区緑の基本計画 
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2-3. 導入検討先自治体の現状及び抱えている課題 

2-3.1  頻発する豪雨と浸水被害 

都市部においては、例えば平成 15 年 7 月に博多駅前において都市型水害が発生している。

その際の時間雨量は 99 ㎜、累加雨量は 361 ㎜を記録しており、車も半分以上浸かるほどの

浸水や地下鉄ホームへ雨水が激しく流れ込むような被害が生じている。 

都市型水害は、局地的大雨（ゲリラ豪雨）や集中豪雨によって引き起こされる。 

なお、言葉の定義としては、以下のとおりである。 

【ゲリラ豪雨】 局地的大雨の別名であり、狭い範囲に短時間で激しい雨が降ること。 

【集中豪雨 】 前線や台風の影響のほか、線状降水帯が数時間停滞することで、広い範囲

に長時間、激しい雨が降ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 都市型水害のイメージ 

このような水害をもたらす大雨の年間発生回数は増加傾向を示しており、特に強い雨ほど

増加率が大きくなっている。赤線は、長期的な傾向を示したものであるが、最初の 10 年間

（1976～1985 年）と比べて、最近の 10 年間（2014～2023 年）の平均年間発生回数は約 2

倍に増加している。 

 

図 2-7 水害をもたらす大雨の発生回数の推移 

約2倍
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都市型水害の発生メカニズムは、都市化によって家やビル、道路などが増えたことで、雨

水が地中に浸み込み難くなったこと、更には雨水を集めて早く流下させることが求められて

きたため、下流部では雨水が集まり易くなっていることが要因と考えられ、それらによって

溢れやすくなっている状況である。 

なお、杉並区においても他の都市と同様に都市化が進行しており、全体の約 75％は雨水が

浸み込みにくい土地となっている。 

 

 

 

 

図 2-8 都市型水害の発生メカニズム 

  

雨が浸み込みやすい

降った雨は川に
ゆっくり流れ込む

流域はあまり開発されず、みどりが多かった

雨が浸み込みにくい

降った雨は低い
土地にすぐに流
れ込む

流域の開発が進み、みどりが減ってきた
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注：土地利用状況から雨水の浸透、非浸透域を色分けしたものである。詳細な土地の被覆状況

をみれば雨水非浸透域として整理している「建物・道路等」においても、建物の建蔽率 60％

であれば残り 40％の面積のうち土や植栽の範囲、道路脇では植栽帯等は雨水が浸透する。 

図 2-9 杉並区の土地利用状況 

 

 

  

雨水が地下に浸透可能

樹木被覆地

草地

農地

裸地

雨水非浸透域
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実際に杉並区では、2005 年（H17 年）、2018 年（H30 年）に浸水被害が発生しており、以

下のような痛ましい状況が生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 杉並区での実際の浸水被害状況 

なお、浸水被害に関係する雨の範囲（流域）については、例えば最近発生した阿佐ヶ谷駅

前の浸水被害を例にとると、土地の高さとの関係から、主に西側（下図の黄色い範囲）に降

った雨が集まって溢れたものと考えられる。このように直接関係ない離れた場所においても、

雨が流れる下流側の浸水被害の発生の有無に関係する可能性があり、それぞれの地域にて区

全体の浸水被害軽減に貢献できる可能性がある。 

 

図 2-11 阿佐ヶ谷駅前の浸水被害箇所と流域との関係 

2010－2019年

阿佐ヶ谷駅周辺の浸水範囲と集水範囲

黄色：集水範囲(流域）

赤色：浸水範囲

水色：表流水の水みち

拡大

平成17年9月5日（月）
読売新聞

平成30 年8月27日（月）
Twitter（X）
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2-3.2  合流式下水道 

合流式下水道は、雨水と汚水が一つの下水道管に集まり、下水処理場への流れていくもの

である。そのため課題としては、大雨の時に下水処理場がパンクすることを防ぐために処理

場で処理できる水量を超えた水は川へと放流され、それが原因で河川の水質が汚水によって

悪化することがある。この放出水は、CSO（合流式下水道越流水）と呼ばれている。 

この課題への改善案としては、大雨の際に下水に流れ込む雨水の量を減らす必要があり、

それができれば下水処理場がパンクすることもなく河川へ CSO が放流されることもないた

め水質悪化を防ぐことができると考えられる。 

なお、どこの下水がどこから CSO として河川に放流されるかについては、東京都水道局下

水道台帳にて確認することが可能である。 

 

 

 

図 2-12 合流式下水道の現状の課題と改善案のイラスト 

 

合流式下水道 雨水と汚水を１つの下水道管に流します。

大雨の時には、まちを浸水から守る
ため、下水処理場で処理できる水量
を超えた水が川に放流されます。

汚水+雨水

課題の改善案

■課題

雨の時に下水に流れ込む雨水の量を最小限にする。

雨樋の水を庭に
浸み込ませる

道路上の雨水を一時的
に溜めて浸み込ませる

川の水

川でトイレットペーパー
がみつかります

下水が川へ流入する箇所
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3章. 導入検討先自治体での検討状況及び抱えている課題 

3-1. 導入検討先自治体での検討状況 

杉並区は昨年度から水害対策の視点からグリーンインフラを活⽤した取り組みを始めてい

る。令和 6 年度の段階では、水害の視点から取り組み始めたが、次の段階では、本来のグリ

ーンインフラがもつ多面的な機能を発揮していくことを目指して進めていく。具体的には、

防災・減災や⽣物多様性、教育、にぎわいの創出など多⾯的な効果があるグリーンインフラ

についてあらゆる関係者が専門性を活かして連携し、企業や市⺠の活⼒による保全・整備・

創出・維持管理を行い、自然が持つ機能を活⽤できる官⺠連携の体制構築を目指している。 

 

令和 6 年度に開催された杉並区グリーンインフラ推進会議では、杉並区民を対象に募集し

て集まった一般参加者が杉並区の課題やグリーンインフラを学び、雨庭の整備体験をしたあ

とに、グリーンインフラのビジョンづくりのワークショップを行った。 

ビジョンづくりのワークショップでは、中間支援組織の必要性や雨庭づくりのために専門

家などに質問できる窓口の設置など具体的な意見が出され、リーフレットに整理されている。 

開催状況を整理したニュースレターを図 3-2～図 3-4 に、ワークショップの成果である「杉

並区のグリーンインフラビジョン」を図 3-1 に示す。なお、杉並区グリーンインフラ推進会

議では途中段階で名称とロゴを投票により設定し、「グリーンインフラ杉並区民会議」通称Ｇ

ＩＡＳ（ジアス）（Green Infrastructure Assembly of Suginami）と変更している。 

 

 

図 3-1 グリーンインフラビジョンのリーフレット(1) 
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図 3-1 グリーンインフラビジョンのリーフレット(2) 
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図 3-2 第 1回会議ニュースレター 
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図 3-3 第２回会議ニュースレター 
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図 3-4 第３回会議ニュースレター 
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3-2. 導入検討先自治体で抱えている課題 

杉並区民の意識調査における生活環境の評価では、みどりの豊かさをよいと評価している

割合が全体の 8 割を超え、区民はみどりのある生活環境を重要視している。また、杉並区内

の土地利用は、宅地が全体の 7 割をしめる住宅都市である。 

GI を実装していくにあたり、区内の７割を占める宅地における実践が必要であり、宅地で

GI を実装するためには区民との協働が欠かすことができない。 

一方で、様々な活動をしている区民が多数存在しているが、これらの団体同士の連携がな

い状況である。 

このため、GI の推進にあたり、区民主体の持続可能な体制と、あらゆる関係者が情報を共

有するための情報基盤の構築が必要である。 

持続可能な体制については、その体制の在り方およびその方向性・方針の確定、情報基盤

についてもその在り方とその活用方針について、既存のシステムを考慮した上で、ユーザー

目線で検討し、構築していくことが課題である。 

なお、GI を実装するための区民との協働とは、区民が、杉並区の課題である豪雨による浸

水被害や合流式下水道を理解し、解決策として雨水を貯留や浸透させることができる雨庭の

整備等を各戸にて実践することにより、宅地における GI を展開していくものとする。さら

に、区民からなる中間支援組織が区内で活動する団体や個人、企業、区役所とのコーディネ

ート役を担い、GI の理解、解決策に関する技術指導などを推進する。 
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4章. 調査内容 

住宅地が 7 割以上を占める杉並区内におけるグリーンインフラ（以下、GI と示す）の実装では、

区民の主体的な関わりや協働のほか、企業との協働が欠かすことができない。 

また、区民が GI に関する情報を得ようとした場合、関連情報が多岐に亘るため、現状ではすぐ

に入手できない。さらに杉並区が問い合わせを受けた場合に、人員不足や公平性の観点から迅速・

的確な回答ができない課題がある。 

図 4-1 に示した検討フローのとおり、様々な立場の関係者が連携して取組を進めるために「一

元的な情報基盤整備（場づくり）の仕組みの検討（水色）」と、「情報基盤整備を用いた包括管理・

運営（ワンストップサービス）の提供の試行（黄色）」を行った。 

はじめに、4-1GI に関する現状のデータ整理として地形、地質、土地利用などの基礎的なデー

タを整理した。次に、全ての検討を中間支援に取り組む団体と議論をして進めていくため、4-2 中

間支援組織の発掘を行い検討に入っていった。 

一元的な情報基盤整理の機能は、4-3 相談窓口の開設、4-4 専門家派遣制度、4-5 MAP 作成・

公開、4-6 認証制度の作成、4-7 体験の場の提供の 5 つの機能を持たせるため、GI に関する質問

や専門的な課題解決のための専門家の派遣、GI の事例を紹介するマップの作成、雨庭づくりなど

の GI を体験し学ぶことができる体験の場の提供のあり方を検討し、検討を踏まえて 4-9 中間支

援組織による運営の試行に移行した。また中間支援を持続的な取組とするために 4-8 資金確保の

仕組みづくりを検討している。これらの検討を、各担当や中間支援組織と調整（4-10 運営調整）

を図りながら進めた。 

 

図 4-1 検討フロー 

 

4－1 GIに関する現状のデータ整理 

4－2 中間支援組織の発掘 

4－3 相談窓口の開設 

4－4 専門家派遣制度 

4－5 MAP作成・公開 

4－6 認証制度の作成 

4－7 体験の場の提供 

 

運
営
調
整 

4－8 資金確保の 
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4－9 中間支援 
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4-1. GIに関する現状のデータ整理 

杉並区の GI の基礎情報として、地形や土地利用などの地理情報を整理したほか、本調査に

おけるグリーンインフラの定義とビジョンを中間支援の役割を果たす団体（風致）、杉並区と

ともに検討して設定した。 

 

4-1.1  現状のデータ整理 

現状を把握のデータとして、地形、地質、土地利用、緑被のほか、これまでの浸水実績、浸

水予報を整理したほか、地形から GIS にて小流域を区分した。また、東京都の下水道台帳を

用いて下水の吐口と排水区を整理した。 

 

・航空写真 

・緑被情報 

・地質情報 

・土地利用情報 公共施設、建ぺい率 

・浸水実績 

・浸水予想図 

・小流域 

・下水吐口、下水道排水区 

 

 

図 4-2 整理したデータの例 
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4-1.2  杉並区のグリーンインフラ 

国土交通省の GI の定義を踏まえ、本調査の実施にあたり、杉並区と中間支援の役割を果た

す風致と議論を重ねて、杉並区のグリーンインフラの定義とキャッチフレーズを設定した。 

 

本調査では、杉並区のグリーンインフラの第一の目的を生物多様性の保全と創出に定めた。

これは、かつて区内に広がっていた武蔵野の雑木林や善福寺川、神田川の豊かな流れに恵ま

れた地域の自然を回復させ、多様な生き物の生息地を増やす「ネイチャーポジティブ」の実

現を目指すものである。 

この考えに基づき、グリーンインフラは、昆虫、鳥、小動物などの多様な生き物に餌や隠

れ家を提供し、都市の生態系ネットワークを豊かにする機能が最も重要だと考えている。 

出典：風致提供 

 

 

キャッチフレーズ 

「すぎなみのGI 雨水がはぐくむ みどりといのちの共生」 

 

・生物多様性の保全と創出 

武蔵野の雑木林や、善福寺川、神田川の豊かな流れに育まれた豊かな自然を回復させ、

多様な生き物の生息地を増やす「ネイチャーポジティブ」の実現を目指す。 

・生物多様性の保全と創出による社会課題の解決 

ネイチャーポジティブの実現により、杉並区の抱える洪水被害の軽減、河川の水質の

改善、ヒートアイランド現象の緩和、大気汚染の浄化、ウェルビーイングを実現して

いく。このアプローチは、自然に根差した解決（NbS:Nature－based Solutions) と

定義される。 

なお、NbS には保全創出に加えて、持続可能な管理も含まれる。 

NbS について：https://nbs-japan.com/wp-content/uploads/2022/02/58c32fe1e968d3f289f60d470d21cda7.pdf 
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4-2. 中間支援組織の発掘 

中間支援組織の発掘にあたり、本調査における中間支援組織の定義と果たすべき役割を明

確にする必要があった。そのため、中間支援組織に必要な条件・能力を整理したほか、中間

支援組織の定義と役割を設定した。次に、これに該当する団体・組織を発掘した。検討の手

順を図 4-3 に示した。 

 

 

図 4-3 中間支援組織の発掘の手順 

 

 

4-2.1  中間支援組織の定義 

（1） 中間支援に必要な条件・能力の整理 

R7.3 作成の杉並区グリーンインフラビジョンをもとに、中間支援組織に求められる役割

や能力を整理した。求められる役割や能力は、現時点の仮設定として、今後の運用を踏ま

えて適宜定義を変更していくものとした。 

区民から求められている役割から、必要条件を以下のように整理した。 

なお、令和 6 年度のグリーンインフラビジョンの検討にあたっては、生物の多様性の維

持・向上を前提として、本調査で取り上げている水害リスクを課題として取り上げ、グリ

ーンインフラとして雨庭の検討と整備の体験を行い、それを踏まえてビジョンが議論され

ている。このため、相談事項や専門家は雨庭の整備と生物多様性に関連した情報である。 

  

4-2.1 中間支援組織の定義 

 （1）中間支援に必要な条件・能力の整理 

 （2）中間支援組織の定義 

4-2.2 中間支援組織の発掘 

 ◆発掘１：杉並区に登録されている市民団体等の検索 

 ◆発掘２：グリーンインフラ ネットワーク・ジャパンへの参加団体の確認 

◆発掘３：善福寺川を里川にカエル会について確認 
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表 4-1 中間支援に必要な条件・能力 

No. 求められる役割 条件・能力 

1 区民から相談があったときに 

回答すること 

・雨庭の整備や生物多様性に関する 

知識や専門性を有すること 

2 専門家による指導や派遣を 

行うこと 

・雨庭の整備について自ら指導に当たる専

門性と機動力を有すること 

・雨庭の整備にあたり、区内における雨庭

や生物に詳しい人材のほか、学識者や先

進的にグリーンインフラを導入している

地域等の関係者を把握しており、これら

を結びつける人材ネットワークを有する

こと 

3 区内の優良事例を紹介すること ・雨庭やその他グリーンインフラの事例を

MAP に整理・登録し、正確な場所を公開

していくため、地域性を有すること 

4 グリーンインフラの認証制度を 

立ち上げて審査すること 

・杉並のグリーンインフラとして雨庭を判

断するための専門性を有すること 

ここでの専門性は、雨庭の雨水の浸透能、

生物の生息場の創出等を評価できる能力

とする。 

5 目で見て体験して理解を促す場を 

提供すること 

・管理している組織（施設管理者）との 

人材ネットワークを有すること 

・体験する場所がどこにあるかを把握する

など、地域性を有すること 

 

 

中間支援組織に求められる能力 

 

  
・専門性：雨庭の効果的な整備箇所、整備方法の知識、整備ができる 

・機動力：行政ではすぐに対応できない個別相談の対応ができる 

・人材ネットワーク：GIに関連する行政、市民団体、地域のキーマン、地域

外を含めた学識者や専門家等との関係性を築いている 

・地域性：杉並区の歴史、地形、生物などを把握しており、かつての地形な

どから体験の場の立地特性、GIの展開を考えることができる 

 また上記と関連するが地域の人とのつながりを持っている 
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（2） 中間支援組織の定義 

前項の中間支援に必要な条件・能力に加えてグリーンインフラを推進する特性を加えて

中間支援組織の定義と役割を以下のように設定した。 

 

中間支援組織の定義 

グリーンインフラを推進するための関係者をつなぎ、杉並区のグリーンインフラの

ビジョンを推進していく組織 

・関係者：行政、区民、市民団体、専門家、企業など 

・杉並区のグリーンインフラのビジョン：『杉並の GI 雨水がはぐくむ、みずとい

のちの共生』 

 

中間支援組織の役割 

・「公・民・学」をつなぐワンストップサービスの提供 

・区民・活動団体などへのわかりやすい情報発信・情報伝達 

・個々の活動を連動させ、杉並区全体で同じ目標に向かい活動を展開していく 

・区民・団体を先導するための先進的な専門知識などを得て関係者に共有する 

 

4-2.2  中間支援組織の発掘 

前項で整理した能力をもち、中間支援組織の定義に示した役割を果たせる人材、団体を探

した。 

発掘作業は、1 つ目に杉並区に登録されている市民団体等の検索、2 つ目にグリーンインフ

ラネットワーク・ジャパンの参加団体の確認を行った。この結果から、善福寺川を里川にカ

エル会を抽出した。 

また、善福寺川を里川にカエル会について調べると、別途一般社団法人風致を立ち上げて

いることを把握した。この 2 団体を候補として、今回は風致を対象とすることとした。 

 

 

◆発掘１：杉並区に登録されている市民団体等の検索 

『すぎなみ地域コム  杉並を拠点に活動する地域団体情報サイト』を活用して、グリ

ーンインフラに関連する活動を行っている団体を抽出した。 

 

https://www.sugi-chiiki.com/ 

 

https://www.sugi-chiiki.com/
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検索結果 『該当なし』 

検索①キーワード「グリーンインフラ」：該当団体なし 

検索②活動分野「環境保全」：21 団体 

21 団体の活動概要などを整理して表 4-2 に整理した。うちグリーンインフラに関連する

内容の活動を杉並区全域で行っている団体は 5 団体であった。なお、活動内容、活動場所

は登録内容から判断した。 

しかし、雨庭に関する知識を有する団体は該当なしであった。 
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表 4-2 すぎなみ地域コム登録団体のうち活動分野に環境保全を含む全 21団体 

 

※GI に関連：グリーンインフラに関連する活動内容である 

 区全域：活動範囲が区全域、または区全域を含む広域である 

   ：GI に関連する活動分野であり、杉並区全域で活動する団体 

団
体
名

活
動
分
野

活
動
概
要

G
Iに
関
連

区
全
域

杉
並

野
草

の
会

教
育

・
学

習
 文

化
・
芸

術
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

野
草

観
察

会
（月

1回
）、

講
習

会
・展

示
な

ど
を

通
じ

て
野

草
の

保
護

・
理

解
促

進
○

○

ま
ち

ナ
カ

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
西

荻
み

な
み

高
齢

者
 子

ど
も

 障
害

者
 若

者
 教

育
・
学

習
 文

化
・
芸

術
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

 防
犯

・
防

災
 情

報
化

 健
康

・
医

療
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

活
性

化
を

目
的

に
、

環
境

保
全

活
動

や
交

流
イ

ベ
ン

ト
を

実
施

。

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

す
ぎ

な
み

環
境

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

教
育

・
学

習
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

環
境

講
座

、
小

中
学

校
の

学
習

支
援

、
リ
サ

イ
ク

ル
事

業
、

自
然

観
察

○
○

特
定

非
営

利
活

動
法

人
す

ぎ
な

み
ム

ー
サ

文
化

・
芸

術
 環

境
保

全
文

化
・
芸

術
活

動
を

通
じ

て
環

境
意

識
を

高
め

る
イ

ベ
ン

ト
や

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
を

開
催

。
○

す
ぎ

な
み

 炭
焼

き
塾

 く
ろ

す
け

教
育

・
学

習
 環

境
保

全
炭

焼
き

体
験

や
竹

林
整

備
、

落
ち

葉
感

謝
祭

参
加

な
ど

自
然

循
環

保
全

活
動

○
○

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

善
福

寺
水

と
緑

の
会

子
ど

も
 教

育
・
学

習
 文

化
・
芸

術
 ス

ポ
ー

ツ
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

善
福

寺
公

園
等

で
の

自
然

観
察

会
、

植
生

調
査

、
樹

木
地

図
作

成
な

ど
○

○

杉
並

区
立

桃
井

第
一

小
学

校
支

援
本

部
高

齢
者

 子
ど

も
 若

者
 教

育
・
学

習
 文

化
・
芸

術
 環

境
保

全
学

校
支

援
活

動
の

一
環

と
し

て
、

校
庭

の
緑

化
や

環
境

学
習

を
推

進
。

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

日
本

渚
の

美
術

協
会

高
齢

者
 子

ど
も

 若
者

 教
育

・
学

習
 文

化
・
芸

術
 環

境
保

全
漂

着
ゴ

ミ
を

使
っ

た
シ

ー
ボ

ー
ン

ア
ー

ト
や

海
岸

美
化

活
動

○

認
定

特
定

非
営

利
活

動
法

人
 J

U
O

N
 N

E
T

W
O

R
K

環
境

保
全

森
づ

く
り

・
援

農
体

験
な

ど
、

自
然

と
の

共
生

を
推

進
○

○

特
定

非
営

利
活

動
法

人
 す

ぎ
な

み
学

び
の

楽
園

高
齢

者
 子

ど
も

 教
育

・
学

習
 文

化
・
芸

術
 ス

ポ
ー

ツ
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

情
報

化
 健

康
・
医

療
 そ

の
他

(職
能

開
発

・
雇

用
拡

充
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
支

援
)

シ
ニ

ア
世

代
等

に
対

し
て

社
会

教
育

に
関

す
る

事
業

展
開

○
○

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ハ

ン
ド

・ミ
ー

・ダ
ウ

ン
子

ど
も

 教
育

・
学

習
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

衣
類

や
生

活
用

品
の

リ
ユ

ー
ス

を
通

じ
て

資
源

循
環

を
促

進
。

w
eb

ヒ
ト
ツ

ナ
高

齢
者

 子
ど

も
 障

害
者

 若
者

 教
育

・
学

習
 文

化
・
芸

術
 ス

ポ
ー

ツ
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

 防
犯

・
防

災
 人

権
・
平

和
 情

報
化

 健
康

・
医

療
地

域
の

環
境

情
報

を
発

信
し

、
オ

ン
ラ

イ
ン

で
環

境
保

全
活

動
を

支
援

。
○

日
本

ボ
ー

イ
ス

カ
ウ

ト
東

京
連

盟
あ

す
な

ろ
地

区
子

ど
も

 若
者

 教
育

・
学

習
 文

化
・
芸

術
 ス

ポ
ー

ツ
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

青
少

年
を

対
象

に
自

然
体

験
や

環
境

保
護

活
動

を
実

施
。

○

日
本

ボ
ー

イ
ス

カ
ウ

ト
東

京
連

盟
あ

す
な

ろ
地

区
杉

並
第

１
２
団

子
ど

も
 若

者
 教

育
・
学

習
 文

化
・
芸

術
 ス

ポ
ー

ツ
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

杉
並

地
域

で
の

自
然

体
験

活
動

や
環

境
保

全
イ

ベ
ン

ト
を

開
催

。

特
定

非
営

利
活

動
法

人
防

災
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

高
齢

者
 子

ど
も

 若
者

 教
育

・
学

習
 文

化
・
芸

術
 ス

ポ
ー

ツ
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

 防
犯

・
防

災
 情

報
化

防
災

と
環

境
保

全
を

組
み

合
わ

せ
た

地
域

活
動

を
推

進
。

○

高
井

戸
中

学
校

学
校

支
援

本
部

子
ど

も
 教

育
・
学

習
 文

化
・
芸

術
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

学
校

環
境

の
整

備
や

緑
化

活
動

を
支

援
。

杉
並

清
掃

工
場

　
ア

ン
ネ

・
ロ

ザ
リ
ア

ン
の

会
地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

 人
権

・
平

和
清

掃
工

場
敷

地
内

の
花

壇
で

バ
ラ

を
育

成
、

職
員

と
と

も
に

維
持

管
理

特
定

非
営

利
活

動
法

人
 東

京
海

難
救

助
隊

環
境

保
全

海
洋

漂
着

ゴ
ミ
の

回
収

・
撤

去
な

ど
に

よ
る

海
岸

環
境

保
全

・
救

助
活

動
○

未
来

の
暮

ら
し

創
造

塾
杉

並
高

齢
者

 子
ど

も
 障

害
者

 若
者

 教
育

・
学

習
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

省
エ

ネ
・
気

候
変

動
対

応
を

意
識

し
た

未
来

生
活

提
案

・
啓

発
活

動
○

杉
並

区
立

方
南

小
学

校
　

学
校

支
援

本
部

子
ど

も
 教

育
・
学

習
 文

化
・
芸

術
 ス

ポ
ー

ツ
 地

域
づ

く
り

 環
境

保
全

校
庭

の
緑

化
や

環
境

学
習

を
支

援
。

杉
並

ま
ち

づ
く

り
交

流
協

会
障

害
者

 地
域

づ
く

り
 環

境
保

全
 防

犯
・
防

災
地

域
の

ま
ち

づ
く

り
と

連
携

し
、

環
境

保
全

に
関

す
る

啓
発

活
動

を
実

施
。

○
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◆発掘２：グリーンインフラ ネットワーク・ジャパンへの参加団体の確認 

グリーンインフラに関して活動する団体の発表の場である『グリーンインフラネットワ

ーク・ジャパン』のミーティングまたはポスター展示の発表者から杉並区の活動団体を抽

出した。ポスターは非営利部門のエントリーを対象とした。 

杉並区の参加団体を抽出して表 4-3 に整理した。これまで 3 回開催されている全てにお

いて、『善福寺川を里川にカエル会』が発表していることを確認した。その他、『遲野井川

かっぱの会』が参加していた。 

また、善福寺川を里川にカエル会は 2025 年にはポスター賞最優秀賞を受賞している。 

 

表 4-3 GIJポスター展示/ミーティング 杉並区の参加団体 

開催年/ 

分類 
タイトル 団体名 備考 

2025/ 
ポスター 

善福寺川とその流域はグリーンイ

ンフラだ！！ 

善福寺川を里川に

カエル会 

ポスター賞 

非営利部門 最優秀賞受賞 

2024/ 
ポスター 

善福寺池周辺グリーンインフラ計

画の提案 

上智大学・善福寺

川を里川にカエル

会 

 

2024/ 
ポスター 

遅野井川親水施設が「自然共生サ

イト」に認定されました 

杉並区都市整備部

土木計画課/遲野

井川かっぱの会 

 

2020/ 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

公募ミーティング 

市民力によって都市の川を里川に

カエル 

善福寺川を里川に

カエル会 

 

 

善福寺川とその流域はグリーンインフラ！！の要旨には民家の雨庭という記載があるほか、

2024 年の発表でも雨水の貯留、浸透について触れており、2020 年は合流式下水道の課題を

取り上げてミーティングを企画していることを確認した。 

以下に GIJ のサイトからポスター発表の要旨とミーティングの趣旨を抜粋して示す。 

 

 

図 4-4 2025/ポスター 善福寺川とその流域はグリーンインフラだ！！要旨 
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図 4-5 2024/ポスター 善福寺池周辺グリーンインフラ計画の提案 要旨 

 

 

図 4-6 2024/ポスター 遅野井川親水施設が「自然共生サイト」に認定されました 要旨 

 



 

16 

 

 

図 4-7 2024/ミーティング 市民力によって都市の川を里川にカエル 趣旨 

 

◆発掘３：善福寺川を里川にカエル会について確認 

杉並区に登録環境団体として登録されている。なお、登録環境団体とは、登録環境団体

とは、あらかじめ区長の登録を受け、区内の環境に関することを目的として活動する団体

のことである。 

 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s103/811.html 

図 4-8 杉並区 登録環境団体の WEBページ 
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善福寺川を里川にカエル会（図 4-9）は、令和７年度民間提案型官民連携モデリング事

業 シーズ提案書も提出している。公開されている提案書を図 4-10 に示す。提案は、本調

査で目指している中間支援組織の役割を含んでいる内容である。 

提案書の提案者は『善福寺川を里川にカエル会 & 一般社団法人 風致 FŪCHI（令和 7

年 4 月設立予定）』とされている。善福寺川を里川にカエル会の提案書の担当者に確認をし

て一般社団法人風致が立ち上がっていること、さらに中間支援の役割を担える組織である

ことを確認した。 

「善福寺川を里川にカエル会」は市民活動やネットワーク形成の主体であり、「一般社団

法人風致」は活動を社会実装し、事業継続性や責任能力（契約主体等）を担保するために

設立された実務部隊である。 

なお、一般社団法人風致は、善福寺川を里川にカエル会のメンバーを中心に立ち上げた

団体であり、雨庭の知識、整備方法などの知見を有している。さらには、2011 年から善福

寺川を里川にカエル会にて学識者との連携した活動を展開してきた経験をそのまま引き継

いでいる。 

これらを踏まえて、一般社団法人風致を本調査における中間支援組織として選定した。 

 

 

   

https://zempukukaeru.wixsite.com/zempukukaeru 

図 4-9 『善福寺川を里川にカエル会』の WEBサイト 
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https://fuchi.or.jp/ 

図 4-11 一般社団法人風致の WEBサイト 
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4-3. 相談窓口の開設 

相談窓口の開設にあたり、杉並区が保有する既存の官民連携プラットホームのシステム「す

ぎなみボイス」と「すぎなみプラス」の機能や使用方法など検証し、本調査における窓口の

設置個所を検討した。 

次に窓口の運用方法を検討し、ページと窓口を構築して、10 月 17 日から運用を開始した。 

相談窓口の開設までの手順と運用を報告書の構成に沿って図 4-12 に示した。 

 

 

図 4-12 相談窓口の開設までの手順と運用 

4-3.1 すぎなみボイスの検証 

 既存のシステムの役割や機能を把握するとともに、既に立ち上がっているすぎ

なみボイスの運用状況を確認した。 

4-3.2 相談窓口設置個所の検討 

 杉並区が保有する「すぎなみプラス」のシステムを用いて、本調査のための GI

のページを立ち上げて窓口を設置することとした。 

4-3.3 窓口の運用方法の検討 

相談窓口の機能、運用方法を検討し、ちょこっと質問としっかり相談の 2種類

の窓口を設置することとした。また、WEBページへの情報について検討した。 

4-3.4 窓口の構築（WEB） 

 ちょこっと質問、しっかり相談の窓口の設置、投稿記事の準備掲載を行った。 

4-3.5 窓口の運用（WEB） 

 ちょこっと質問、しっかり相談における相談内容とその対応を整理した。 

4-3.6 フォロー・閲覧数の推移 

 すぎなみプラス開設後のフォロー・閲覧数の推移を整理した。 

4-3.7 対面の相談窓口 

 対面にて小学校へ出向いて相談窓口の開設を伝え、ヒアリングを行った。 

4-3.8 イベントでの対面相談窓口の試行 

2つのイベントにて対面の相談窓口を試行した。 



 

21 

 

4-3.1  すぎなみボイスの検証 

（1） すぎなみボイス・すぎなみプラスとは 

杉並区が整備している公民連携プラットフォームは 2 種類ある（図 4-13）。 

すぎなみボイスは、区政参加を促進し、より幅広い層の区民の意見を区政に取り入れて

いくとともに、より区政を身近に感じてもらい区政に参加している意識を高めるものであ

る（図 4-14）。 

もう一つの、すぎなみプラスは、区民がもつ課題を連携により解決するもので、区民の

相談を受けて作られるページである（図 4-15）。 

どちらも、課題やテーマごとにページが作成され、記事を登録することで内容を充実さ

せていくことができる。また、意見聴取ができる機能を備えている。 

 

出典：杉並区企画課 

図 4-13 2種類の公民連携プラットフォーム 

 

出典：杉並区企画課 

図 4-14 すぎなみボイス概要 
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図 4-15 すぎなみプラスの概要 

 

すぎなみボイスには、行政が主体のグリーンインフラに関するページが立ち上がり、

2024 年 10 月から運用されている。意見の書き込みをみると、グリーンインフラに賛成の

意見や、効果に対して懐疑的な意見など様々な意見が投稿されている。 

 

 

図 4-16 すぎなみボイスのグリーンインフラのページ 
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4-3.2  相談窓口設置箇所の検討 

今回は、新しくグリーンインフラをポジティブなイメージで打ち出していきたいこと、官

民連携であるが中間支援組織が主体となり運営することから、地域が主となる「すぎなみプ

ラス」を活用することが適していると判断した。 

すぎなみプラスを使わずに中間支援組織による WEB サイトを立ち上げて相談窓口の運用

を開始した場合には、サイトの周知や中間支援組織の信頼度を区民との間に築くために、労

力と時間を要することが容易に想像される。 

WEB サイトの周知・広報については、すぎなみプラスを活用することで、すぎなみプラス

の既往の登録者に向けた発信が可能であるほか、杉並区 LINE 公式アカウントですぎなみプ

ラスの広報も可能である。信頼度については、区が運営するサイトであるため、区民は安心

してサイトの閲覧と相談ができると考える。 

以上を踏まえ、すぎなみプラスを活用することとした。 

 

また、すぎなみプラスでは、プロジェクトマップの提示、情報発信、意見募集、ニュース

レターの発行ができる機能がある。またダッシュボードで閲覧状況を把握することができる

（図 4-17）。 

 

 

出典：my groove 機能詳細紹介資料 株式会社 Groove Designs 

図 4-17 すぎなみプラス（my groove）の機能 
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4-3.3  窓口の運用方法の検討 

（1） 相談窓口に必要な機能 

WEB での相談窓口の開設にあたり、すぎなみプラスのページにグリーンインフラとは

何かを解説する情報、ページ開設の目的、官民連携のプロジェクトの概要と杉並区との関

係、運営する中間支援組織である風致の紹介を示すこととした。 

また、何を相談したらよいかわからない人、軽く知りたいひとに向けた窓口と、深く相

談したい人に向けた窓口を開設することで、広く相談や迷っていることなどを拾い上げる

ことができるようにする方針とした。 

深く相談したい人に向けては、連絡先を記入してもらい、折り返し連絡をして詳細をヒ

アリングできるような仕組みが必要になる。また、届く相談は中間支援組織と杉並区で確

認できるようにする。 

 

相談窓口の機能 

・誰もがアクセスでき、区民に周知できるものであること 

・相談の問い合わせフォーム、回答の機能 

・相談だけでなく、GI に関する情報や事例を紹介する機能を付加する。 

 ※WEB サイトのほか、実際に体験して知る機会を設けて情報発信をしていく。 

・窓口は、区と連携して実施していることを示して運用する 

・注意点：個人情報の取り扱い 

 

 

図 4-18 2種類の相談窓口 
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（2） ページのコンセプトなどの検討 

すぎなみプラスのページ構築にあたり、ページのコンセプト、方向性を以下のフォーマ

ット（図 4-19）で整理して杉並区、風致、弊社にて内容を確認した後に、記事などの作り

込みに移った。フォーマットは、すぎなみプラスのサービスを提供する Groove Designs に

より、ページ作成用に準備されたものである。 

 

 

 

図 4-19 ページのコンセプト等の整理（1） 
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図 4-19 ページのコンセプト等の整理（2） 

 

 

（3） 運用方法 

中間支援組織の風致にて相談内容を確認し、回答や個別の連絡を行うこととする。相談

内容に応じて、公共に関する事項は杉並区と連携して相談への対応を行う。相談者に対す

る窓口は中間支援組織とする。 

 

 

4-3.4  窓口の構築（WEB） 

中間支援組織である風致を中心としてページの記事を作成し、すぎなみプラスのシステム

を提供している Groove Design にてページの構築を行った。 

今回立ち上げたグリーンインフラのページ『地域のグリーンインフラの輪を広げよう』を、

図 4-20 に示す。本ページは 2025 年 10 月 17 日に開設し、1 月 15 日時点のフォロー数は 176

人である。 
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出典：杉並区ホームページ「すぎなみプラス」 https://mygroove.city/organizations/11/projects/79 

図 4-20 すぎなみプラスに立ち上げたグリーンインフラのページ 
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https://mygroove.city/organizations/11/projects/79/questionnaires/294 

図 4-21 「ちょこっと質問」のページ（1） 
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図 4-21 「ちょこっと質問」のページ（2） 
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図 4-22 「しっかり相談」のフォーム 
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4-3.5  窓口の運用（WEB） 

10 月 17 日にすぎなみプラスに「地域のグリーンインフラの輪を広げよう」を開設し、グ

リーンインフラを紹介する記事を投稿して運用を行った。 

『ちょこっと質問』には 1 件の書き込み、アンケートの選択肢は 8 人の回答があった。 

『しっかり相談』の窓口には 5 件の相談があり、そのうち 4 件について対応を行っている。 

相談窓口の周知のためのフライヤーを中間支援組織の風致にて作成し、図書館や配架可能

な店舗などに置いて、計 500 部程度を配布した。 

このほか、杉並区の公式 LINE にて 表 4-4 に示す原稿内容で、相談窓口の開設のお知ら

せを投稿した。 

 

 

図 4-23 相談窓口の開設を知らせるフライヤー 
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表 4-4 SNSでの相談窓口開設のお知らせ 原稿 

※10/31 の投稿を予定していたが、実際は 11/6 となった。 

  

LINE 投稿日 10 月 31 日（金）  8 時 30 分  カテゴリ 環境・住まい・まちづくり 

 

LINE 

原稿 

 

すぎなみグリーンインフラ相談ひろば 

雨庭など、自然の力で暮らしやすく水害に強いまちづくりを。 

グリーンインフラについて、専門家へ気軽に相談できるオンライン窓口を始め

ます！ 

期間：2026 年 1 月まで（試行） 

https://mygroove.city/organizations/11/projects/79 

画像 

 
ALT 「すぎなみグリーンインフラ相談ひろば」の画像 

開催場所 オンライン（すぎなみプラス） 

問合せ  
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（1） ちょこっと質問 

ちょこっと質問は、普及啓発の第一歩として、住民の皆様からの素朴な疑問やアイデア

を受け付ける窓口である。 

書き込み状況を図 4-24、回答状況図 4-25 に示す。 

選択肢の回答は全 8 件であった。回答は、「すでに取り組んでいるが課題や相談がある」、

「地域で協力・連携できることを探している」がそれぞれ 2 人、「事業や地域の活動で検討

している」、「暮らし生活のなかで取り入れてみたい」、「グリーンインフラ自体について知

りたい」がそれぞれ 1 人と積極的に取組みたいという区民が存在することが読み取れる結

果であった。 

 

図 4-24 ちょこっと質問の運用状況 

 

図 4-25 ちょこっと質問の選択肢への回答（回答数：8件） 

2人 

2人 

1人 

1人 

1人 

1人 
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（2） しっかり相談 

1) 相談案件の対応状況一覧 

「しっかり相談窓口」に寄せられた全 6 件の案件について、中間支援組織としての対応

状況を整理した。 

 

表 4-5 しっかり相談窓口への対応状況 

連絡日 相談者 カテゴリー 相談内容の要旨 
現在のステータス・ 

主な対応 

11 月 6 日 A 氏 個人住宅 玄関周りのアスファルト

剥離と緑化相談 

メール返信後、リアクショ

ンがなく保留中 

11 月 20 日 B 氏 教育施設 

（小学校） 

和田小学校 4 年生の授業

連動雨庭づくり 

座学・製作を年度内に実施。

次回打合せ調整中 

11 月 22 日 C 氏 保育施設 

（認可外） 

託児施設にある前庭の雨

庭改修、樹木管理 

1/26 剪定実施予定。雨庭は

5 月以降施工 

11 月 28 日 D 氏 公共空間 

（空地） 

西荻窪・関根橋北西側の空

地雨庭化 

1/13 区役所にて実務協議

完了。2 月 WS 開催予定 

12 月 2 日 E 氏 公共空間 

（公園） 

妙正寺公園の樹種選定へ

の住民意見反映 

現在のステータス・主な対

応 

2 月 12 日 F 氏 集合住宅 

 

保有するマンションを活

用した GI の実施・啓蒙 

2/12 に現地視察と打合せを

実施 

 

2) 各案件の詳細と進捗状況 

① A氏（個人住宅：玄関周りの緑化・浸透相談） 

• 相談内容：自宅（母屋＋アパート）の舗装された玄関・駐輪場周りのアスファル

トを剥離し、緑化・雨水浸透させたい。素人では基礎工事等の判断が難しいた

め、区の調査・協力を希望。 

• 経過：11月下旬に風致（中間支援組織）より返信。行政判断が必要なため区職員

の同行を提案し、日程調整を依頼。 

• 現状：その後リアクションがなく、現在はコンタクトが途絶えているため保留

中。 

② B氏（和田小学校支援本部：学校教育連動型 GI） 

• 相談内容：4年生の「水害」学習と連動し、校庭や学級園に雨庭を設置したい。

持続的な学習環境を希望。 

• 経過：12月 19日に風致（中間支援組織）と大正大学の教授が現地視察・打合せ

を実施。1月中旬に次回打合せの日程調整に入った。 

• 計画：「ビオトープと雨庭の違い」等の座学を実施後、今年度内（3月末まで）に

製作を完了させる予定。 

③ C氏（託児施設を経営する株式会社：託児施設 GI） 

• 相談内容：認可外託児施設にある前庭の雨庭づくりと、子供たちの参画。 

• 経過：11/28 の第 1回打合せで雨庭改修と収納用「納屋」の設置を風致より提

案。12/5に施設設計者と配置を協議。納屋設置時期に合わせ、雨庭施工は 5月以

降に決定。 
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• 深化：並行して園内の樹木管理（剪定等）も受託し、1月 26日に第 1回目の剪定

作業を実施予定。 

④ D氏（西荻窪・関根橋北西側：公共空地利活用） 

• 相談内容：道路予定地の空地を、景観悪化防止と地域交流のために住民の手で雨

庭化したい。 

• 経過：12/11 に三者協議（住民・風致・区）、12/17に「試し掘り」を実施。1/13

に区役所にて土木事務所・GI担当と実務協議（段差解消、資材提供、導線確保）

を行った 。 

• 計画：2/14 の報告会でのミニ講習会を経て、2月下旬にワークショップ第 1弾を

開催予定 。 

⑤ E氏（妙正寺公園：既存公園への住民意見反映） 

• 相談内容：柳伐採後の再植樹における樹種選定（イイギリの推奨）と、住民投票

の仕組みを要望。 

• 経過：内容が区の直接事業（みどり公園課）案件であるため、要望を伝達の上、

久保様へ直接の行政窓口を案内しクローズした。 

⑤ F氏（集合住宅を保有するハウスメーカー：地域と連携した GIの啓蒙活動の実施） 

• 相談内容：保有するマンションを活用し、地域と協力・連携しながら GIの啓蒙

活動を進めたい。外構、植栽などの GIの視点での調査、専門家の助言を求めて

いる。このマンションをモデルケースとして GIを地域へ広げるための地域との

連携の具体的な方法もアドバイスを求めている。 

• 経過：2月 12日に現地確認と打合せを予定する。 

 

3) 中間支援組織としての分析と提言 

今回の相談対応を通じ、杉並区におけるグリーンインフラ普及に向けた中間支援の役割

と課題を以下のように整理した。 

 

中間支援の役割 

1.行政窓口のハブ機能：道路（土木事務所）、学校（教育委員会・学校）、公園（みどり

公園課）など、多岐にわたる行政窓口と住民の間に入り、実務的な調整を一手に引き

受けた。 

2.専門知のトータルコーディネート：単なる GI 設置に留まらず、学校の学習カリキュ

ラム化（和田小）や、建築設計・維持管理（C 氏相談案件）まで含めた多角的な提案

を行った。 

3.実働への橋渡し：西荻窪の事例では、行政側の懸念事項（安全面や将来の道路整備）

に対し、具体的な施工方法や役割分担を提案することでプロジェクトを前進させた。 

 

課題と提言 

• 個人・民間へのフォローアップ：相談者 A 氏の事例のように、個人の熱意を実行動に

結びつけるには、初期相談後の伴走支援や、小規模施工に対する具体的なパッケージ
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（補助金情報やモデルケース提示）の充実が必要である。 

• 「出口」としての維持管理支援：C氏の相談事例のように、GI 設置と「樹木管理・剪

定」をセットで支援することは、民間施設が GI を導入する際の大きなインセンティ

ブとなる。 

• 学校モデルの展開：和田小の「座学＋製作」の取り組みは、他校への横展開が可能な

GI 教育の標準モデルとなり得るため、区としての継続的な支援体制が望まれる。 

 

4-3.6  フォロー・閲覧数の推移 

『地域のグリーンインフラの輪を広げよう』のページのフォロー数や閲覧数の推移を図 

4-26、図 4-27 に示す。 

10/17 の開設日と LINE で発出した日のページビューが伸びている。その他、記事が投稿

された日や、杉並区が主催するグリーンインフラのイベントにてフライヤーを配布した日な

どにページビューが高くなっていた。 

LINE や対面のイベントによる広報の効果が確認できる結果であった。 

 

 

ユニークユーザー数：一定期間内に WEB サイトを訪れた「重複を除いた」訪問者数 

図 4-26 運用状況サマリー12/8時点（プロジェクトステータス、ページビュー、ユニークユーザー数） 
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図 4-27 運用状況サマリー1/16時点（プロジェクトステータス、ページビュー、ユニークユーザー数） 

フォロワーの属性を図 4-28 に示す。性別、年代に関して大きな偏りなくフォローいただい

ている。 

フォロワーの居住エリアは、若干偏りが見られる。 

 

 

 

図 4-28 フォロワーの属性 

 

  



 

38 

 

4-3.7  対面の相談窓口 

対面の相談窓口の一環として、学校ビオトープや植栽などがあり雨庭の整備や GI の教育

の場になる可能性が高い小学校へのヒアリングを行った。 

 

（1） 目的 

杉並区におけるグリーンインフラの推進のため、小学校でのグリーンインフラの導入を

図るにあたり学校で困っていることなど、実情を踏まえたうえでの導入提案を目指してい

く。 

現状を把握するため、小学校の副校長先生に対してビオトープ、植栽などの自然、敷地

の管理に関するヒアリングを行うこととした。 

 

（2） 対象とする学校 

都市整備部管理課にて実施した既存アンケートで「困りごとについて専門家に聞きたい

こと」を回答した 2 校を対象として、ヒアリングを依頼し、協力が得られた済美小学校を

対象に実施した。 

表 4-6 対象校と困りごと 

No. 学校名 困りごとについて専門家に聞きたいこと 

1 久我山小 学校樹木の維持管理について 

2 済美小 森を維持管理しているが、落ち葉や蚊の発生など、いわれのない苦

情を受けて困っている。 

 

（3） 想定するヒアリング事項 

✓ 困りごとの詳細について 

・（久我山小）樹木の維持管理でどのようなことに困っているのか。（剪定、落ち葉 

の処理等） 

・（済美小）森を維持管理しているが、落ち葉や蚊の発生など、いわれのない苦情 

を受けて困っているのは、どこの場所についてのことなのか。 

✓ 困りごとの内容に応じてのヒアリング事項 

・対応策の提案 

・すぐに対応できない場合 

→解決にあたり、専門家の派遣、アドバイスを受けることができるとしたら活用し

たいか。 

→解決にあたり、生徒も参加したワークショップなどをご提案したら協力いただけ

るか。 

✓ （久我山小）雨庭を作りたくないという回答だが、理由に記載いただいた維持管理、

人出が確保できれは検討してみたいと思うか。 
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✓ （済美小学校）雨庭を知らないという回答であるが、すでに雨庭の機能をもつビオ

トープがあると伺っています。既存のビオトープについて、生徒や教職員の方には

雨庭としては認識されていないのでしょうか。 

✓ 学校での総合学習・環境学習では、どのようなことに取り組まれているのか。 

✓ グリーンインフラの相談窓口を開設している。今回対面で伺ったことを WEB でも

相談できる窓口になるが、使ってみたいと思うか。どのような機能を求めるか。 

 

（4） 済美小学校のヒアリング結果 

ヒアリング内容を座談会風にとりまとめた。 

先生から事例の公開について了解が得られたため、すぎなみプラスの記事として公開を

行った。また本ヒアリング内容を公開することで、維持管理体制のための地域のボランテ

ィアの発掘ができればとのご意見をいただいた。 

 

【今後の取組】 

①済美小学校の内容の公開 

・整理した座談会風のとりまとめ内容を副校長先生に送付し、確認を得てから、事例の GIS マッ

プからリンクで飛べるようにして、ビオトープの紹介とともに座談会の内容を公開する。 

 

②他の小学校の成功・失敗事例の収集 

・事例を積み上げることを目的として、済美小学校の座談会風のとりまとめ資料をもって類似小

学校へのヒアリングを実施し、どのような情報が収集できるかを確認する。 

・具体的には、以下を候補として実施し、結果を踏まえて今後の対応を再検討する。 

⇒永福小学校：体制がしっかりしていて困っていないと思われるが、なぜうまくいっているか

という観点も含めてヒアリングする。 

⇒方南小学校：ホタルの飼育なども独自に実施している。体制メンバーに知り合いもいるため、

そこを起点としてヒアリングする。 

 

※結果として、令和 6 年度の小学校へのヒアリングは済美小 1 校となった。 

   
ビオトープ全体 道路排水の流入口（内側） 道路排水の流入口（外側） 

   
道路排水の濾過過程 水質（透明でメダカ見える） フェンスの説明掲示 
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【メンバー】 

• 副校長先生（済美小学校） 

• 杉並区担当者 2 名 

• 一社 風致担当者（中間支援組織）2 名 

• 建設技術研究所 1 名 

 
■ グリーンインフラやビオトープの維持管理の課題 

建設技術研究所 

「グリーンインフラを進める中で、区民や先生方からの疑問や課題にどう対応していくか、仕組

みづくりを考えている。杉並区の『杉並プラス』でも相談窓口を設ける予定である。済美小学校

からもご相談をいただいているので、今日は具体的な課題を教えてもらいたい。」 

杉並区 

「ビオトープの維持管理で、周辺住民からの苦情が多いと聞いている。どんな内容か？」 

副校長 

「この 1 年は何とか抑えているが、木の剪定や落葉の掃除も要求され、前任者の時は家まで入っ

て掃除していたこともある。ビオトープを作る時も『カエルが増えたらどうする』と反対された。」 

「東京都もカスタマーハラスメント対策のポスターを作ってくれたので掲示し、根拠のない苦情

には対応しない方針に変えた。例えば『池ができると蚊が増える』と言われても、メダカを放し

ているし、蚊は水たまりから発生するので森が原因ではないと説明している。」 

「屋上緑化でも『草が飛んでクリーニング代を払え』と言われ、シートを張るなど対策したが、

今は業者に直接説明してもらっている。学校が標的にされている印象である。」 

 
■ 苦情対応の工夫と地域との関係 

副校長 

「苦情には科学的根拠がある場合のみ対応し、そうでない場合ははっきりとお断りするようにし

たら、かなり減った。」 

「ただ、雨どいに木の葉が詰まるなど、実際に迷惑をかけている部分は対応している。学校の都

合だけで押し切るつもりはない。」 

 
■ ビオトープや森の活動・子どもたちの反応 

副校長 

「済美小学校は緑が豊かで、子どもたちに自然体験をさせたいと考えている。ビオトープ作りも、

子どもたちと一緒にスコップで掘り、地域や PTA、支援委員会の協力で資金も集まった。カブト

ムシの幼虫を育てたり、落ち葉を集めて腐葉土を作ったり、子どもたちが楽しんで参加している。」 

「森や池は、私がいる間は休み時間に解放していたが、後任が同じようにできるかは分からない。

地域のリタイアした方などがボランティアで見守る体制ができれば理想である。」 

 
■ 維持管理の課題と今後の展望 

一社 風致 

「ビオトープは維持が大変で、どこの学校も苦労している。専門的なアドバイスや、地域の協力

が不可欠である。」 

副校長 

「私が理科好きですが、後任が同じとは限らない。地域で自然が好きな方が関わってくれる仕組

みができれば、持続可能になると思う。」 

 
■ 情報発信とネットワークづくり 

杉並区 

「学校の取り組みを発信することも大事である。困りごとや成功事例を共有すれば、地域の理解

や協力も得やすくなる。」 

建設技術研究所 

「優良事例の発信や、相談窓口の活用も進めていく。ビオトープの工夫や雨水利用のアイデアも
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紹介したい。」 

 
■ まとめ・今後の課題 

副校長 

「好きでやってきたことだが、持続可能なサポート体制が必要である。学校運営協議会や地域の

ネットワーク、卒業生や地域の方の協力があれば、今後も森やビオトープを守っていけると思う。」 

建設技術研究所、一社風致、杉並区 

「先生の経験やエピソードは他の先生方にも参考になるはず。今後はネットワークや情報発信を

強化し、地域や他校との連携も進めていきたい。」 

 

 

【参考：現地で確認した技術メモ】 

1. ビオトープの植物や維持管理の現状 

• 植物の入手方法 

購入したものもあれば、他校で増えすぎたものを分けてもらったものもある。在来種は

ほとんど手に入らず、水系が近いものを選んでいる。 

• 須田先生の植物について 

須田先生の持っている植物は地域の固有種の観点から貴重すぎて、他の地域の種などと

混ざると困るため、増えすぎて捨てるレベルになったものだけもらうことがある。 

• 水生植物の管理 

イトトンボが卵を産むためには水生植物が必要だが、今は多すぎるので水面の 3 分の 2

は開けた方が良い。 

学校の養務員や先生は「取ったら無くなってしまうのでは」と怖がって手入れできず、

放置されてしまうことが多い。 

実際は水生植物は回復力が強いので、思い切って取っても大丈夫。取ったものはバケツ

やタライに保管し、他校のビオトープに使うこともできる。 

 
2. ビオトープの施工・維持管理の工夫とコスト 

• 施工の工夫 

済美小のビオトープは、破れないベントナイトシートを敷き、その上に玉石を全面に敷

き、土をかぶせて転圧している。これにより人が中に入っても大丈夫な構造になってい

る。 

ビニールシートだけだと劣化しやすく、踏み込むと穴が開いてしまうため、長期的な維

持には向かない。 

• コストと協力体制 

材料費や運搬費は地域の石屋さんや関係者の協力で無料になった部分が多い。 

実際には 120 万円では足りず、ボランティアや関係者の協力があってこそ実現できた。 

他校（井草のビオトープ）は 350 万円かかった例もあり、業者によって価格は大きく異

なる。 

 
3. ビオトープの本来の役割と今後の展望 

• 子どもの居場所としてのビオトープ 

もともとビオトープは、学校が荒れた時に子どもたちの逃げ場として地域の大人が作っ

た場所。 

「好きな子だけ来ればいい」「子どもの居場所を作る」という発想が大切。 
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4. 維持管理の人材・体制と課題 

• 専門家・資格について 

ビオトープ管理士などの資格を持つ人もいるが、実際に現場経験が少ない人も多い。 

造園業者やガーデナーが施工することが多いが、現場のノウハウは資格だけでは補えな

い。 

• 人材確保と報酬の課題 

杉並区のボランティア報酬は 1 日 2200 円と低く、これでは担い手が増えない。 

維持管理を仕事として回す体制や、複数の現場をまとめて委託する仕組みが必要ではない

か。 

• 維持管理の現実 

雨庭やビオトープが増えると、草刈りや管理の負担も増える。協力業者を増やし、元請

けが下請けを指導する形も検討されている。 

 
5. 維持管理と普及啓発・生物調査 

• 普及啓発の重要性 

維持管理だけでなく、普及啓発や生物調査も同時に行うことで、OECM（Other 

Effective area-based Conservation Measures）への登録も進めたい。 

• 調査費用や予算の壁 

学校ビオトープの調査費用を申請しても、現状ではなかなか通らない。現場の困りごと

を可視化し、ボトムアップで声を上げていく必要がある。 

 
6. ノウハウの共有と情報の見える化を含む今後の展開 

• ノウハウの記録 

現場でのやり方や維持管理の方法を、身近な人の話として記録・共有していくことが重

要。 

その場で聞いて納得しても、記録がなければ他の人に伝わらない。 

• 情報プラットフォームの構想 

GIS マップにストーリーやノウハウ、維持管理のコツ、動植物の情報などを落とし込む

ことで、誰でもアクセスできるプラットフォームとなるだろう。 

 
7. 成功事例・失敗事例の収集とネットワークづくり 

• 今後の展開 

今回のインタビュー記事を持って他校に話を聞きに行き事例を積み上げる。 

• 他校の事例 

永福小学校は体制がしっかりしていて困っていない。なぜうまくいっているのかを聞き

に行くのも有効。 

方南小学校はホタルの飼育など独自の取り組みをしている。 

• ストーリーの蓄積 

各校の成功・失敗事例や、現場での苦労話をインタビューして記録し、プラットフォー

ムに載せていくことで、課題やネットワークづくりのヒントになる。 

• 地域密着の中間支援組織 

地域での人材発掘ができれば、外部から来るだけでなく、地域に根ざした人材やネット

ワークが中間支援組織には必要だという一つの方向性を示せる。 
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4-3.8  イベントでの対面相談窓口の試行 

対面の相談窓口を、10 月 19 日の「善福寺川発見！」のイベントと 12 月 6 日の体験の場の

提供「あおぞらワークショップ」にて実施した。準備したヒアリング用紙を表 4-7 に示す。 

善福寺川発見の日は雨天のため、相談窓口の利用者はいなかった。12 月 6 日のあおぞらワ

ークショップでは、テントブースにてグリーンインフラの１つである雨庭についてや、合流

式下水道の課題などを伝える機会となった。 

昨年度のグリーンインフラ杉並市民会議の参加者があおぞらワークショップにも参加し、

運営側になりえる人を対象とした研修の要望、提案があった。この相談を受けて、「4-4.5 専

門家派遣の試行企画」を検討した。 

 

  

図 4-29 リアル相談窓口を開設したイベント 
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表 4-7 対面相談窓口のヒアリングシート 

すぎなみグリーンインフラ相談ひろば 

対面相談窓口ヒアリングシート                        No.2025-    

日にち 2025 年 10 月 19 日（日） ヒアリング場所 善福寺川発見！ 

お名前  

連絡先 

 

メール： 

電 話： 

住 所： 

＊個人情報は、相談窓口の対応のみに使用し適切に取り扱います。 

相談内容 ☐ グリーンインフラについて知りたい 

☐ 暮らしや生活にとりいれてみたい 

☐ 事業や地域の活動で検討している 

☐ すでに取り組んでいるが課題や相談がある 

☐ 地域で協力・連携できることを探している 

詳細 

 

 

☐ 個人宅の庭 ☐ 集合住宅： 

☐ 学校： ☐ 公園・公共施設： 

☐ 道路： ☐ まち： 

☐ その他： 

 

対応 窓口にて解決 / 現地確認 / 専門家派遣希望 /  

その他： 

担当者/ 

専門家 

必要な技術：            ⇒担当者               

                   専門家               
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4-4. 専門家派遣制度 

雨庭の整備を行う場合には、土木や造園の知識のほか、生物の知識など様々な分野の知識

が必要となる。このため、雨庭の整備経験や生物生息環境の創出方法などの知識がある専門

家に相談しながら各家庭や企業の敷地にて雨庭の整備を展開できるように、専門家派遣の制

度を検討した。また、検討項目を図 4-30 に示した。 

 

 

図 4-30 専門家派遣制度の検討  

 

 

 

4-4.1 専門家派遣制度の検討の概要 

 本項目の検討概要を示した。 

4-4.2 専門家派遣検討に関する既往の状況 

 検討前の状況を整理して示した。 

4-4.3 専門性の分類と候補者  

GIの推進にあたり必要な専門性を抽出し、該当する候補者を整理した。 

4-4.4 専門家派遣のステップ 

 専門家の派遣を運営するにあたりプロセスを検討した。 

4-4.5 専門家派遣の試行企画 

 体験の場の参加者から要望があった専門知識を学ぶ機会として、専門家派遣の

試行企画を検討した。 

4-4.6 グリーンインフラ・カルテの検討  

 様々な関係者が携わるため個々の現場を記録して引継ぎができるカルテを検

討した。 

4-4.7 専門家派遣制度を横展開するにあたってのポイント 

 専門家派遣制度を横展開するためのポイント、課題をとりまとめた。 
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4-4.1  専門家派遣制度の検討の概要 

杉並区においてグリーンインフラを推進するにあたり必要な専門家派遣制度を検討する手

順として以下の流れで検討を行った。第一に区内のグリーンインフラ推進に必要な専門性を

検討し、区担当者、中間支援組織候補団体である一般社団法人風致にヒアリングを行い、不

足項目を補足したうえで、求められる専門性の分類、その条件、候補者について整理を行っ

た。第二に専門家を派遣する上で必要となるプロセスについてステップの検討を行った。第

三に、実際に専門家派遣の試行企画を検討した。第四に専門家が一般市民や行政と区内で推

進するグリーンインフラについての情報や仕様を共有することが可能になるためのツールと

しての「グリーンインフラ・カルテ」について検討し、整理を行った。 

 

4-4.2  専門家派遣検討に関する既往の状況 

区内でグリーンインフラを区民協働で普及・推進するための中間支援組織となる候補団体

である一般社団法人風致の人材の専門性はおおよそ把握されていたが、その他の団体、個人

でどのような専門性があるかは不明であった。また、グリーンインフラ推進に必要な専門性

についての定義や整理は不明確な状態であった。 

 

4-4.3  専門性の分類と候補者 

区域でグリーンインフラを推進するにあたり必要と考えられる専門性に関して、グリーン

インフラの計画・設計、施工、メンテナンス、事務手続き、地域の自然環境・生物多様性等に

該当すると考えられる専門性を抽出、分類し表 4-8 に整理した。 
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表 4-8 専門性の分類と候補者（1/2） 

番号  専門性 内容 要件・資格等 候補者（案） 

1 
雨庭の計画・

デザイン 

現地の表流水や植生、土壌等の状況

を把握した上で、雨庭の設置位置、

集水方法、構造、表面仕上、植栽等

について、景観や人および生物の利

用にも配慮しながら、適切な計画と

デザインが実施できる。 

・雨庭の計画・施工の実績が 4件以上 

・参考資格：雨水デザイナー（特定非

営利活動法人 雨水まちづくりサポ

ート ）、RLA（造園コンサルタント

協会） 

・（風致） 

・（ハビタ） 

2 雨庭の施工 

雨庭の計画案を踏まえて、道具類、

材料を用意し（必要に応じて重機等

手配も含む）、施工を実施すること

ができる。 

また、市民との協働の施工を実施す

ることができる。 

・雨庭の施工の実績が 3 件以上 

・参考資格：造園技能士、造園施工管

理技士 

・講習会を受講 

・（古山庭苑） 

・箱根植木 

・大場造園 

3 

雨庭の施工

の市民協働

コーディネ

ーター 

雨庭を市民と協働で施工するため

の、プログラム企画・運営が実施で

きる。作業のガイダンスやサポー

ト、告知等も含む。 

・自然再生、環境教育、公園づくり等

のコーディネート実績が 5 件以上 

・地域における市民組織での実績 

・（風致） 

・（善福寺川を里川に

カエル会） 

4 

土中環境・生

物生息環境

づくりアド

バイザー 

土中環境や生物多様性のための環

境づくりについてアドバイスがで

きる。 

・土中環境、生物生息環境づくりに関

する実績５年以上 

・（生物多様性ローカ

ルアソシエーション

代表） 

5 植栽管理 
植物をセレクトして植え付け、メン

テナンスができる 

・ガーデナーとしての 5年以上の活動

実績 
  

6 建築士 

建築図面を読み取り、埋設物・配管

等のアドバイスを行う。施工図面を

描く 

・１級建築士 ・（１級建築士） 

7 法律家 
土地の権利関係、書類上の判断。訴

訟対策 

・弁護士 

・行政書士 
  

8 

保険アドバ

イザー、資金

アドバイザ

ー 

財産や怪我などの保険対応。雨庭保

険（住宅の保険安くなる等の開発）。

環境住宅認定、資金集め等 

・ファイナンシャルプランナー  

・保険資格 

・財源補助金申請得意な人 

  

9 

地域の歴史

／景観／ラ

ンドスケー

プ 

地域のランドスケープ・地形・景観・

歴史の専門家。フィールドワーク実

施 

・郷土史の専門家 

・地域の地形、水系の専門家 

・郷土史家 

・地形の専門家 

10 
広報アドバ

イザー 

SNS発信、ターゲット選定、窓口業

務 
・広報としての５年以上の実績   
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表 4-8 専門性の分類と候補者（2/2） 

番号  専門性 内容 要件・資格等 候補者（案） 

11 

生物多様性

アドバイザ

ー（全体） 

杉並区の自然資本の現状を踏まえ

て、生物多様性や生態系とのつなが

りの観点から、雨庭やグリーンイン

フラの整備に対してアドバイスす

ることができる。 

・杉並区内での自然再生、環境教育、

公園づくり等の中心的な役割を果

たした実績が５件以上 

・参考資格：１級ビオトープ計画管理

士、一級ビオトープ施工管理士 

・（風致） 

・（すぎなみ環境ネッ

トワーク） 

12 

生物多様性

スペシャリ

スト（植物） 

杉並区の自然資本の中で特に植物

に対して、深い知識を持ち、雨庭や

グリーンインフラの整備に対して

アドバイスすることができる。 

・杉並区内での該当分野に関する認

知度 

・中間支援組織事務局からの推薦 

・参考資格：樹木医、生物分類技能検

定 

・（箱根植木） 

13 

生物多様性

スペシャリ

スト（昆虫） 

杉並区の自然資本の中で特に昆虫

に対して、深い知識を持ち、雨庭や

グリーンインフラの整備に対して

アドバイスすることができる。 

・杉並区内での該当分野に関する認

知度 

・中間支援組織事務局からの推薦 

・生物分類技能検定 

・生物の専門家 

14 

生物多様性

スペシャリ

スト（鳥類） 

杉並区の自然資本の中で特に鳥類

に対して、深い知識を持ち、雨庭や

グリーンインフラの整備に対して

アドバイスすることができる。 

・杉並区内での該当分野に関する認

知度 

・中間支援組織事務局からの推薦 

・生物分類技能検定 

・（江戸川区、杉並生

物多様性地域戦略メ

ンバー） 

15 

生物多様性

スペシャリ

スト（魚類） 

杉並区の自然資本の中で特に魚類、

水生生物に対して、深い知識を持

ち、雨庭やグリーンインフラの整備

に対してアドバイスすることがで

きる。 

・杉並区内での該当分野に関する認

知度 

・中間支援組織事務局からの推薦 

・生物分類技能検定 

・（風致） 

・（すぎなみ環境ネッ

トワーク） 

16 

多自然川づ

くりアドバ

イザー 

河川空間や水辺空間において、自然

の営為を踏まえた護岸、河床、植生、

エコトーン等についてアドバイス

することができる。 

・多自然川づくりの実績が 4件以上 

・参考資格：技術士（河川） 

・（熊本県立大学） 

・（大正大学） 
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4-4.4  専門家派遣のステップ 

区内における専門家との協働・派遣の推進方法に関して、中間支援組織候補団体の一般社

団法人風致の意見を踏まえた上で、事務局サイドからの視点で専門家と関わるプロセスを検

討し、3 つのステップと図 4-31 に整理した。 

 

 

図 4-31 専門家協働・派遣のステップ 
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4-4.5  専門家派遣の試行企画 

専門家の派遣について、2025 年 12 月 6 日に実施した体験の場の創出としてのグリーンイ

ンフラ維持管理ワークショップ時に参加者から要望された専門性に基づき、試行企画を検討

した。専門家として求められた専門性は、表 4-8 のカテゴリー4.「土中環境、生物生息環境

アドバイザー」であり、その候補者である坂田昌子氏を派遣する企画内容とした。 

本企画は契約終了後の日程で開催を予定している。 

 

（1） 派遣する専門家の情報 

坂田昌子氏プロフィール： 

明治大学文学部史学科卒業。環境 NGO 虔十の会代表、一般社団法人コモンフォレスト・

ジャパン理事、生物多様性ローカルアソシエーション代表、生物多様性ネイチャーガイド、

古書げんせん舘店主、八王子古本まつり実行委員長等々。 

高尾山の自然環境保全を中心に、生物多様性を守り伝えるためネイチャーガイド、ツリー

ハウス作り、生物多様性をテーマにしたイベントやワークショップ、勉強会を多数主催。

現在は東京都の高尾山にコミュニティスペースと生物多様性情報の発信基地を兼ね備えた

高尾ツリーダムカフェをセルフビルドで建築中。また生態系を読み解きながら行う伝統的

手法による環境改善ワークショップを全国各地で開催。生物多様性の保全に尽力し、日本

各地を駆け回りつつ、生物多様性条約 COP や地球サミットなど国際会議にも継続的に参

加。ローカルにしっかり足を据えながらグローバルな視点で動く環境活動家。 

公式ホームページ：https://sakatamasako.com/ 

 

（2） 専門家派遣の企画内容 

表 4-9 専門家派遣の企画内容 

日 程 2026 年 3 月 16 日(月） 

場 所 柏の宮公園 

ターゲット 一般社団法人風致、GIAS 有志 

目 的 
区内における生物多様性に配慮したグリーンインフラ計画・施工の指導者

を育成する。 

概 要 

柏の宮公園で施工、維持管理を行ったグリーンインフラについて現地を共

に視察しながら、管理方法についてアドバイスをいただく。また、有志か

らのグリーンインフラに関する質問に対して質疑応答を行う。今後の専門

家としての協働の可能性についても意見交換を行う。 

企画・ 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
GIAS 参加者、株式会社ハビタ 

謝 金 有志によるカンパを行い、2 万円程度を想定。 

 

謝金に関する区の既存の制度として「杉並区職員研修講師謝礼支払い基準」が定められ

ており、大学教員は 1 時間あたり 15,300～20,400 万円の謝金が出るが、市民だと 4,100 円

である。小学校への市民派遣は 2 千円程度と、所属によりかなり開きがある。外部から専

門家を招聘する際にどの程度の水準を用意するかは検討する必要がある。少なくとも通常

の市民レベルより高い大学教員に近いレベルの謝金が必要になってくることも考えられる。 

https://sakatamasako.com/
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4-4.6  グリーンインフラ・カルテの検討 

専門家が地域のグリーンインフラに関与する際に、中間支援組織としての事務局、多様な

市民、他の専門家等のマルチステークホルダーでグリーンインフラの施工やメンテナンスを

行うことが想定される。その際に、計画段階から統一した観点で一貫性を持ちグリーンイン

フラのモニタリング、維持管理が行われるための情報共有ツールとして「グリーンインフラ・

カルテ」の作成が有効と考えられる。 

「グリーンインフラ・カルテ」について、A.計画および B.維持管理に必要な確認事項を検

討・整理して示す。 

 

A.グリーンインフラ・カルテ計画編 

・ヒアリングシート（クライアントの要望等） 

・場所の概要（位置、地形、雨水、建築・施設物、現地写真） 

・現場測定データ（浸透能、土の硬さ、雨庭底面状況） 

・計画の目的・目標、デザインの方向性 

・専門家、協力者候補案 

 

以下にグリーンインフラ・カルテ A.計画編のイメージを示す。 
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図 4-32 グリーン・インフラカルテ A.計画編のイメージ 
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B.グリーンインフラ・カルテ維持管理編 

グリーンインフラ・カルテ維持管理編について、必要と考えられる項目を整理し、以下の

表 4-10 に、カルテのイメージを図 4-33 に示す。 

 

表 4-10 グリーンインフラカルテ維持管理編の項目 

番号 確認項目（大） 確認項目（中） 確認事項 実施メンテナンス 

1 

表面の状況 

・水の流出痕跡 
導水部、周辺に表流水が流れた痕

跡、微地形の変化があるか 
導水する微地形の形成 

2 ・堆積物 
導水部、雨庭に堆積物があるかどう

か 

導水部や浸透部に堆積した土

壌、落ち葉、ゴミなどの撤去 

3 ・表面の硬さ 
踏圧等で表面が施工箇所以外と同等

程度に固まっているかどうか 
表面をほぐす、点穴の形成 

4 ・浸透部の状況 
浸透部が泥や異物で目詰まりしてい

るかどうか 

浸透部の目詰まりを可能な範囲

で撤去 

5 

植生の状況 

・植生の維持 
植え付けした植生が維持されている

かどうか 
新規植生の追加の検討 

6 ・植生の根の発達 
植え付けした植生の根が発達してい

るかどうか 
  

7 ・植物の侵入 

植え付けした植生以外にどのような

植物が侵入し、どれぐらい繁茂して

いるか。外来種等が含まえれていな

いか 

外来種や問題となる植物の撤去 

8 利用生物の状況   
昆虫、鳥類、水生生物等で雨庭を利

用する出現種があるか 
  

9 浸透能の状況   
簡易ダブルリング式等で表面の浸透

能を測定する 
  

10 サイン等の状況   
サイン等の付属施設が破損、劣化し

ていないか 

劣化したサインの交換、破損箇

所の修繕 

 

 

図 4-33 グリーンインフラカルテ維持管理編のイメージ 
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4-4.7  専門家派遣制度を横展開するにあたってのポイント 

専門家派遣制度を横展開するためのポイントや課題としては、第一に、求められる専門性

は概ね一般性があると考えられるもの、どの専門性がより必要とされるかは、地域、自治体

の特徴によって違いがあると考えられるので、その地域で推進するべきグリーンインフラの

方向性、ビジョンをしっかり定義した上で、どのような専門性が必要かを検討する必要があ

る。 

第二に、専門家を招聘、派遣するために必要な謝金やその財源については検討が不十分で

あることが課題である。専門家は非学術分野の市民であっても、専門性によっては、いわゆ

る大学教員クラスなみの有識者としての謝金や待遇が必要なこともあり、地域における専門

性のニーズによって、謝金の段階を整理する必要がある。また、その財源をどのように確保

するかも検討が必要である。 

第三に、中間支援組織の持つ専門性と、実践者・プレイヤーとしての専門性を分ける必要

がある。中間支援組織は行政では行いにくい、市民間のコーディネートや行政に関すること

や GI の専門的な情報の翻訳機能等の機能を持つ。この中間支援の専門性とグリーンインフ

ラの各分野における計画や施工、生態系の知識などのいわば実践者・プレイヤーとしての専

門性は区別する必要がある。グリーンインフラを推進するための要素技術としての実践プレ

イヤーの持つ専門性と、市民協働を推進する専門性を分けることで、行政から見て政策推進

のどの段階で必要とされるサービスかが区分されるからであり、その区分によって委託や謝

金などの経済的な裏付けも変化することが考えられるからである。 

専門家派遣の効果としては、GI の実践現場ごとに多岐にわたる専門分野の知識や技術が必

要となる場面に柔軟に対応していくことができることである。また、講習会の講師なども依

頼をして、地域の人材育成を実施していく際にも有効である。 

中間支援組織の既存のネットワーク、今後の人脈づくりにより円滑な技術的な支援を実現

していく。 
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4-5. MAP作成・公開 

雨庭などの GI の事例をマップ上にプロットして情報提供を行うため、事例マップを作成

した。また、地域の水の特性を直感的に理解する手がかりを提供するため、地形や過去の浸

水実績などの地図情報を合わせて表示することとした。この地図情報は、雨庭の整備箇所の

選定の際の活用も意識して作成を行った。図 4-34 に事例 MAP の検討事項を示す。 

 

 

図 4-34 事例 MAPの検討 

 

4-5.1 実施概要 

 MAP整備のねらい、活用方法を示した。 

4-5.2 公開環境の選定 

 マップの作成にあたり、複数の公開環境を比較し、本調査では Google マイマ

ップを採用することとした。 

4-5.3 Googleマイマップについて 

環境構築・運用側及び利用者側のメリット、デメリットを整理した。 

4-5.4 公開データ 

 マップに掲載する情報を整理した。 

4-5.5 成果  

 完成したマップと閲覧できる URLを示した。 

4-5.6 マップの運用方法  

 すぎなみプラスの GI のページで公開すること、調査期間終了後の運用につい

て記載した。 
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4-5.1  実施概要 

Google マイマップを活用して杉並区の地形や河川、流域界等の背景情報の上に、浸水実績

や浸水想定区域図を表示することで、その地域で水の集まりやすい場所や広がりやすい方向

など、地域の水の特性を直感的に理解する手がかりを提供する。また、実際に設置されたグ

リーンインフラの事例を表現することで被害軽減につなげるための取り組みを区民に発信す

るとともに、設置を検討した際に参考に掲載されている事例を確認することができる。 

 

MAPの活用方法 

①GIの広がりを事例数で見える化する 

②雨庭づくりを実施しようとしたときに参考になる事例を確認できる 

③雨水の流れや地形から雨庭の適地を検討できる  

 自分の家がどのような場所にあるのかを確認できる 

 

MAP公開アドレス 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15Htorx4Dy9QViTwt0eKo1Nth5PaLd3Q&

usp=sharing 

 

 

4-5.2  公開環境の選定 

公開環境の選定にあたっては、「ArcGIS Online」「Google マイマップ」「QGIS Cloud」「自

社構築」を検討した。 

選定については「初期構築の容易さ（サーバ等の準備有無、導入期間、構築に関する情報

量の多寡）」「運用負荷の軽減（更新作業の難易度、管理者負担）」「閲覧の容易さ（利用者負

担の軽減）」を重視した。 

 

表 4-11 公開環境の比較 

項目 Google ﾏｲﾏｯﾌﾟ ArcGIS Online QGIS Cloud 自社構築 

初期構築 〇 △ △ × 

運用負荷 〇 △ △ × 

閲 覧 〇 〇 〇 〇 

費 用 〇 △ 〇 × 

 

選定の結果、「Google マイマップ」を使用することとした。 
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4-5.3  Googleマイマップについて 

Google マイマップを使用することによる「環境構築・運用側」及び「利用者側」それぞれ

におけるメリットとデメリットは以下の通り。 

【環境構築・運用側】 

 ■メリット 

 ・自前で地図サーバやタイル配信基盤を用意する必要が無く、Google 側の環境を利用

することができる。 

 ・アカウントとブラウザがあれば、即日運用を開始することができる。 

 ・レイヤの色分け、アイコン、表示/非表示などのスタイル設定が GUI で容易にでき

る。 

 ・GIS データを KML/KMZ 形式にすれば容易に取り込むことができる。 

 ・運用負荷と障害対応不可などの可用性確保を自組織で抱えにくい。 

 ・端末要件として Google マップが動くブラウザという前提に寄せられるため、構築時

の負荷が大幅に軽減できる。 

 ・機能が制限されている為、専門知識が少なくても構築が容易にできる。 

 ・非公開/URL 共有（限定公開）/公開の設定ができるため、環境構築中の閲覧制限が

できる。 

 ■デメリット 

 ・マイマップ上に格納できるレイヤ数や 1 レイヤ当たりの要素数に制限がある。 

 ・マイマップにデータを取り込む際、5MB 以内にする必要がある（KML の場合） 

 ・デザイン的な差別化をすることが難しい。 

 ・Google 側のサービス仕様変更（UI/機能変更・提供方針等）の影響を受ける。 

 ・高度な GIS 処理ができない。 

 

【利用者側】 

 ■メリット 

 ・ブラウザで URL を開くだけで閲覧が可能（専用ソフトが不要） 

 ・Google マップと同じ操作で閲覧が可能 

   ■デメリット 

   ・特になし 
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4-5.4  公開データ 

（1） グリーンインフラ事例（公共施設） 

杉並区の公共施設敷地内に設置されたグリーンインフラに関する情報を紹介したもの。

参考情報として現地の写真等も見られるように添付した。 

 

図 4-35 グリーンインフラ事例（公共施設）の掲載 

 

 

（2） グリーンインフラ事例（個人） 

個人宅に設置されたグリーンインフラの紹介を検討した。 

個人情報に配慮する必要があり、マップ上での公開は未実施とした。各丁目ごとの事例

数を色分け表示することで、杉並区内での取り組み状況の見える化は可能である。 
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（3） 浸水想定区域図 

杉並区で公開されている浸水想定区域図。想定される浸水深ごとに色分け表示したもの。 

 

図 4-36 浸水想定区域図の掲載 

 

 

（4） 浸水被害箇所 

昭和 56 年以降に発生した大雨により浸水被害を実際に受けた場所を表示したもの。 

被害実績の形状が複数重なっている箇所は頻繁に浸水被害を受けやすい地域であり、対

策をする必要があると言える。 

 

図 4-37 浸水被害箇所の掲載 
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（5） 流域界 

雨が降った際に雨水が地形に沿って流れ、最終的に同じ流出点（同じ川や地点）へ集ま

る範囲を表現したもの。標高段彩と一緒に表現することで、より分かりやすくなる。 

 

図 4-38 流域界の掲載 

 

 

（6） 河川 

杉並区及びその周辺の河川を表現したもの。 

 

図 4-39 河川の流路のラインの掲載 
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（7） 標高段彩 

標高データを基に、色分け表示して地形的特徴を表現したもの。「台地上の平坦部」、「河

川周辺の低地」、「それらの間にある傾斜地」で構成されていることが見て取れる。 

 

図 4-40 標高段彩の掲載 
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4-5.5  成果 

標高段彩の上に、河川、流域界、浸水被害実績、グリーンインフラ事例を表現したもの。

雨水の流れや地形から雨庭の適地を検討する際の資料として活用することができる。 

 

公開アドレス https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15Htorx4Dy9QViTwt0eKo1Nth5PaLd3Q&usp=sharing 

図 4-41 完成したマップ 

 

4-5.6  マップの運用方法 

業務期間内は、すぎなみプラスにて公開する。その後は以下を予定。 

①すぎなみプラスをそのまま残して公開をしていく。 

②区役所の HP に MAP のリンクを掲載して公開する。 

③中間支援組織が動き出したら、中間支援組織が管理する GI のサイトにも掲載する。 

 

本調査期間終了後には、マップの所有者は杉並区となる。 

なお、マップの活用は事例の追加更新をタイミングよく実施して活用していく必要がある。

このため、中間支援組織にてマップの運用を行い更新頻度を上げる。後述する登録制度と連

動させ、登録の都度 1 週間に 1 回は更新するように運用していく。 
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4-6. 認証制度の作成 

当初、雨庭の普及などを目的とし整備された雨庭に対して認証を行う制度の作成を想定し

ていたが、現時点の GI や雨庭の認知度を踏まえ、認証制度が現時点で必要であるかを議論

し、登録制度として運用を開始することとした。検討項目を図 4-42 示す。 

 

図 4-42 認証制度の検討 

 

4-6.1  認証制度について 

現時点では、事例も少なく認証の基準を作りにくいため、登録制度とする。 

グリーンインフラを普及するために雨庭などを整備している人に「GI（グリーンインフラ）

ステッカー」を配布し、地域へ貢献していると実感できる仕組みとする。 

 

4-6.2  登録制度『あめにわのわ』（仮）の検討 

グリーンインフラの整備箇所（雨庭）の登録と、人材の登録の 2 種類で構成する登録制度

とする。名称は、雨庭が広がっていくこと、人の繋がりも輪になって広がっていくことを願

い仮称であるが『あめにわのわ』と設定した。 

 

（1） 登録制度の概要 

雨庭によるエコロジカルネットワークの形成と同時に、登録者どうしの繋がり「人のネ

ットワーク」を形成する。登録制度の仕組みは、制度の運用、信頼性確保の観点から杉並

区とともに体制をつくれることを目指す。 

 

「雨庭」の登録 

・整備した雨庭を登録できる制度 

・事例マップとして 4-5 で整備したマップに追加して示したいが、個人宅の庭をプ

ロットすると個人情報を公開することになるため、個人の雨庭は地区ごとに雨庭

の数が示されることを基本とする。 

・公共の場に整備された雨庭は、MAP に位置情報や整備内容の詳細を合わせて事例

情報として掲載する。 

・登録の更新確認を行う。2 年に 1 回（仮）頻度は未定。 

引っ越し、家の売却などで消失するケースを想定して更新制とする。 

「ひと」の登録 

・登録者間での情報交換、勉強会の参加などができるようにする。 

・庭がないがやる気がある人を対象とした、「ひと」の部門を設ける。 

4-6.1 認証制度について 

 現状を踏まえ、認証制度ではなく登録制度として開始する方針を示した。 

4-6.2 登録制度『あめにわのわ』（仮）の検討 

 登録制度の概要、登録方法を検討し、運用にあたっての課題を整理した。 
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（2） GI ステッカー 

登録者には GI ステッカーを配布する仕組みとする。 

ステッカーには「なみすけ」を用いて雨庭のランクに応じてステッカーが変わるように

する。最高ランクはプレミア感を持たせることとする。 

・SNS でもアピールできるマークを用意する。 

・事例マップにも、ステッカー（なみすけ）を示す。 

事例マップに掲載することで、エコロジカルネットワークの形成を可視化する。 

 ※事例掲載の可否は、個々に確認をする。 

 
出典：杉並区ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/s033/10619.html 

図 4-43 杉並区のキャラクター 

 

（3） 登録方法 

登録方法、手順を図 4-44 に示すように検討した。 

申請時にチェックリスト（表 4-12）を用いて雨庭を自己チェックして該当数に応じてラ

ンクをつけて、ランクに応じた GI ステッカーを配布する。ランクは、3 段階として、レベ

ル 1 はチェックリストの該当数が 1～3 個、レベル 2 は 4～7 個、レベル 3 は 7 個以上とし

て仮に設定する。 

ひとの登録は、活動をしている人に対してステッカーを配布する。グリーンインフラの

勉強会や講習を受講して意欲のある人を対象とする。 

申請はWEB上にフォームを用意して、そこから入力することで登録できるようにする。

調査機関内であればすぎなみプラスの今回立ち上げたページに掲載することになるが、今

後は未定である。中間支援組織の HP などで登録受付を行うなどを、信頼性の確保などを

考慮しながら決定する必要がある。 
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図 4-44 登録方法・手順 

 

 

表 4-12 雨庭版：申請時のチェック項目案 

1 雨水タンクを設置している 

2 雨水を植物・生物の生育に活用している（プランターでも OK） 

3 雨水を浸透させている（プランターでも OK） 

4 生き物の棲みをつくっている（プランターでも OK） 

5 実際に生き物が生息している（プランターでも OK） 

6 水質浄化の機能がある 

7 人々の憩いの場となっている 

8 樹木などがあり夏場涼しく感じる 

9 自然な景観を形成している 

10 管理をする人、または活動をしている人がいる 

11 地域活性に活用できている 

12 エコロジカルネットワークを意識してつくっている 

13 ある程度の規模を持って水辺の環境を創出、再生している 

14 屋敷林や畑など、広い面積の雨水浸透エリアを維持管理している 

15 ［更新時のみ］メンテナンスをして上記の申請時の機能が維持されている 

 

（4） 課題 

登録方法・手順までは検討しているが、主体となる運営組織は未決定である。登録制度

の意図を踏まえると、中間支援組織が運営し、GI に関係する地域のネットワークを構築し

ていくことが望ましい。 
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登録制度の存在を情報発信することで、雨庭の存在や GI の考えを区民に周知していく

役割を果たす。また、雨庭にランクを設けて、ランクに応じてプレミア感のある GI ステッ

カーを配布する仕組みとすることで、ステッカーが欲しいという動機からも GI に興味を

持ってもらえるようにするほか、配布する GI ステッカーを玄関などに貼ることで、地域の

人の目に止まりやすいものとする。これらにより、雨庭を広く伝えることに寄与する仕組

みとする。 

さらには、登録者へ維持管理を行うことの重要性や、雨庭の手入れ方法の情報発信、交

流を図る場をつくることで、一度作って終わりではなく、雨庭を愉しみながら機能を維持

していくことを可能とする。 

なお、将来的には認証制度を目指して技術面などの情報を収集しながら、杉並区での雨

庭の整備実績を増やしていく必要がある。 
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4-7. 体験の場の提供 

グリーンインフラを体験して理解をしてもらえる場として、善福寺川発見（10/19）と柏の

宮公園で開催したあおぞらワークショップ（12/6)を企画、開催した。 

体験の場に関する検討項目を図 4-45 に示した。 

 

図 4-45 体験の場の提供の検討 

 

 

  

図 4-46 リアル相談窓口を開設したイベント 

  

4-7.1 体験の場の設定方法 

 ターゲットに応じて体験の場の設定を検討した。 

4-7.2 体験の場の実施企画・準備 

 体験の場の企画検討、準備について整理した。 

4-7-3.体験の場 WSの実施 

 善福寺川発見と柏の宮公園におけるあおぞらワークショップの 2回の体験の場

の実施内容をとりまとめた。 
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4-7.1  体験の場の設定方法 

多くの区民にグリーンインフラを知ってもらう機会を設けることを前提に、体験の場の設

定方法を検討した。 

 

体験の場の設定方法 

 

・誰でも参加できる公共空間である公園にて開催する。 

・学校や相談窓口をとおして雨庭整備の現場ができた場合には、適宜体験の場として 

企画が可能かを相談しながら進める。 

 

＜開催箇所とターゲットの関係＞ 

・公園： 

公園利用者（日頃の利用者層による 柏の宮公園の場合は小学校低学年ぐらいまでの 

親子づれ、散歩利用者） 

 

・保育園等・学校： 

保育園生・小・中・高校生と学校の先生 

 保護者や地域の方の参加も可能であれば公開開催も検討 

 年齢に合わせた学習と体験を企画検討して、運営する 

 

・民間施設： 

企業の社員向け、誰もが利用できる施設であれば公開の体験の場の企画を検討 

 

・公園以外の公共空間： 

道路わきの空き地など 開催箇所周辺の区民を対象とする。 

地元のキーマンや団体を探し、地元主催の企画としていく 

 

 

4-7.2  体験の場の実施企画・準備 

（1） 善福寺川発見 

善福寺川公園にて、浸透実験、パネル展示、リアル相談窓口を行う善福寺川発見のイベ

ントを企画した。 

浸透実験は、初めに豪雨の危険性が高まっていることや地面に雨水が浸透することで流

出量が低減できることを解説し、その後に公園内の特徴が異なる 3 か所において浸透実験

を行うものとした。事前申し込みと当日受付にて参加できるものとした。 

 

（2） グリーンインフラあおぞらワークショップ 

体験の場として「グリーンインフラあおぞらワークショップ」を企画した。実施内容は

雨庭のメンテナンスと浸透実験、パネル展示とした。チラシを図 4-7.1、用意した備品を表 

4-13 に示す。 
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図 4-47 あおぞらワークショップ・フライヤー 

 

表 4-13 必要備品・材料 

テント 1 張（杉並区） 

＜雨庭メンテナンス体験＞ ＜浸透実験＞ 4 セット 

1.カケヤ  2 本 1.リング     

2.テミ   10 個 2.ゴムハンマー 

3.ケンスコ 10 丁 3.板 

4.ダブスコ 2 つ（柏の宮公園で借りる） 5.ものさし（アルミ） 

5.平ぐわ  6 本 6.ダブルクリップ 

6.軍手 7.ペットボトル・水 

7. バーク堆肥  3 体 8.クリップボード 

8. 落ち葉･伐採した枝など（柏の宮公園） 9.調査票（10 枚+予備） 

 10.筆記具 
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4-7.3  体験の場WSの実施 

（1） 善福寺川発見 

表 4-14 開催概要 

日時 令和 7 年（2025 年）10 月 19 日（日）10:30～15:00 

場所 善福寺公園 

主催 善福寺川を里川にカエル会 

共催 杉並区都市整備部管理課 

協力 「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点、 

一般社団法人風致、株式会社建設技術研究所 

内容 ①浸透実験 

②川しらべ体験（雨天等の理由で中止） 

③パネル展示 

④クイズ 

 

  

あまみずの浸透実験：実験前に少しお勉強   みんなで水の浸み込みを観察中 

  

杉並区役所のグリーンインフラのパネル展    生き物のクイズ 

図 4-48 開催状況 

 

令和 7 年 10 月 19 日に『善福寺川発見 with みんなで「知ろう」グリーンインフラ』を

善福寺川公園にて開催した。 

雨だったが、あまみずの浸透実験ツアーには 5 組の親子が参加した。また、公園の利用

者の方が足を止めて展示を見て行かれる方がいた。 
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図 4-49 テントでの受付・クイズコーナー 

 

グリーンインフラを知っていますか？Yes/NO のアンケートでは知っている YES：7 名、

知らない NO：2 名という結果だった。このイベントに興味を持って、訪れていただいた方

が多かったと考えらえる。 

浸透実験は、A：人が歩いている場所、B：大きな木の下、C：草などの植物が生えてい

る場所の 3 か所で水の浸み込みやすさの違いを観察した。この実験では少しの地面の違い

で浸透の速さが違うことを目でみて体感してもらうことができた。 

なお、対面での相談窓口を設置したが、雨天のため公園利用者やイベントテントへ立ち

寄る人が少なく、残念ながら相談窓口の利用者はいなかった。 

相談はなかったが、パネル展示に足をとめた公園利用者からの質問を表 4-15に示した。 

 

表 4-15 参加者からの質問（Q・A） 

Q 質問 A 回答 

合流式下水道とはなにか？ 雨水が下水道に流れ込むもの。下水道管を流れる水の量が多

くなった際に、下水道管から河川に雨水と下水が排水される

仕組み。 

雨庭とはなにか？ 雨庭とは、雨水を地面に浸透させる機能を高く整備した場

所、庭。また、生き物の生息場となり、生物の多様性、エコ

ロジカルネットワークの形成にも寄与する。 
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（2） グリーンインフラあおぞらワークショップ 

体験の場として「グリーンインフラあおぞらワークショップ」を開催した。開催概要を

表 4-16 に、開催状況を図 4-50 に示す。 

また、パネル展示へ立ち寄った方からの質問を 表 4-17 に整理した。 

 

表 4-16 開催概要 

日時 令和 7 年（2025 年）12 月 6 日（土）11:00～16:00 

場所 柏の宮公園 

主催 一般社団法人風致 

協力 杉並区都市整備部管理課、株式会社建設技術研究所、株式会社ハビタ 

内容 ①雨庭メンテナンス体験（芝生広場脇、遊具広場入口） 

②浸透実験 

③パネル展示 

 

  

受付・説明 浸透実験（R6 年 12 月整備箇所 5 箇所） 

  

雨庭メンテナンス体験（芝生広場脇） 雨庭メンテナンス体験（遊具広場入口） 

図 4-50 開催状況 
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図 4-51 中間支援組織・風致による実施報告 
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 表 4-17 参加者からの質問（Q・A） 

Q 質問 A 回答 

グリーンインフラを導入する場

合の補助金はありますか？ 

・杉並区には雨水タンクの設置の補助金がある。 

・東京都では、雨庭と整備する事業者に対する補助金もあ

る。 

合流式下水道とはなにか？ 雨水が下水道に流れ込むもの。下水道管を流れる水の量が多

くなった際に、下水道管から河川に雨水と下水が排水される

仕組み。 

雨庭とはなにか？ 雨庭とは、雨水を地面に浸透させる機能を高く整備した場

所、庭。また、生き物の生息場となり、生物の多様性、エコ

ロジカルネットワークの形成にも寄与する。 

生き物に触れあう体験がしたい

が、できる場所はあるか。 

月に１回善福寺川にて、生き物をしらべる「川しらべ」実施

している。 
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4-8. 資金確保の仕組みづくり 

中間支援の取組を継続的に実施するため、運営の資金確保の仕組みづくりを検討した。 

資金確保の仕組みについての検討事項を図 4-52 に示した。 

 

 

図 4-52 資金確保の仕組みづくりの検討 

 

4-8.1  事例調査 

中間支援組織の資金確保の事例調査として公的補助金の活用、寄付、広告収入、物品収入

について整理した。 

 

（1） 公的補助金の活用 

国や自治体からの公的補助金制度を利用することで、グリーンインフラ整備のための資

金を確保する事例を整理した（表 4-18）。 

表 4-18 支援制度の例 

 

  

4-8.1 事例調査 

 中間支援組織の資金確保の事例調査として公的補助金の活用、寄付、広告収入、

物品収入について整理した。 

4-7.2 杉並での仕組み検討 

 事例調査を踏まえ、本調査で対象とする中間支援における資金確保の仕組みを

検討した。 
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（2） 多様な収入源 

寄付、広報活動による収入、物品販売、体験イベントの開催など、多様な方法で安定し

た資金調達を行う事例を整理した（表 4-19）。 

 

表 4-19 多様な収入源 

 

 

1) 寄付 

雨庭の整備のクラウドファンディングの成功事例がある。個々の家における雨庭や中間

支援組織が行うイベントや体験の場での雨庭の整備などに活用の可能性がある。 

 

図 4-53 寄付の例 

 

2) 広告収入 

雨庭に看板をつけて、そこに企業などの広告を掲示することで広告収入を得られる可能

性がある。また、公共施設の人の目に付く場所の雨庭を対象にネーミングライツを活用す

ることで定期的な収入の可能性がある。 
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図 4-54 広告収入の例 

 

3) 物品収入 

生物多様性をテーマにしたカードゲームや物品等の頒布の事例がある。同様にグリーン

インフラをテーマとしたゲームを開発し、次世代にグリーンインフラの重要性を認知して

もらいつつ、収入を得る案の１つになると考える。 

また、グリーンインフラの中間支援の活動の認知度が向上した段階で、物品等の頒布に

よる収入の可能性も考えられる。 

 

 

図 4-55 物品収入の例 
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4-8.2  杉並での仕組み検討 

（1） 方針 

中間支援組織の運営資金確保の方針を以下に示す。 

・スモールスタートで実施。 

・資金の確保は多様なルートを持つ。 

・多様なルートの１つとして協働の責任を明確にして、区との連携事業を実施する。 

 

（2） 活動による収入 

中間支援の取組みを通じた収入としては、専門家派遣、相談窓口の対応で対価を得るほ

か、研修会、スタディツアーの企画運営にて参加費を得ることが考えられる。 

その他、中間支援組織の初期段階では、杉並区との連携事業による委託費による運営も

運営を行うための一つの方法となる。 

その他は事例で整理した補助金・助成金の活用、クラウドファンディング、寄付、企業

等と連携して製品開発を行い物品販売をすることが考えられる。 

 

 

図 4-56 相談窓口の対応・専門家派遣による収入  

 

 

図 4-57 研修会・イベント・スタディツアーの開催による収入 

 

 

図 4-58 区との連携事業化案  
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4-9. 中間支援組織による運営の試行 

4-9.1  運営の試行 

（1） 試行における実施事項 

運営の試行として以下を実施した。 

・すぎなみプラスへの掲載情報のとりまとめ、記事の作成を実施。 

・相談窓口の対応を杉並区と連携して実施。 

・体験の場の企画運営を杉並区と連携して実施。 

試行による運営を経て、区と民間で連携したほうがよい事項を把握することができた。 

①区が入ることで相談窓口の信頼度を確保できた。 

②風致が行政と区民の間に入ることで窓口対応では、区民へかみ砕いて GI を説明でき、

専門性を持った雨庭のメンテナンスの体験を実施することができた。 

 

（2） 中間支援組織としての役割と成果 

今回の活動を通じ、一般社団法人風致は以下の 3 つの機能を果たしたと考える。 

 

「公・民・学」を繋ぐワンストップ対応：  

道路用地（西荻）、小学校、保育園、個人宅、公園と、多岐にわたるフィールドの相談を

網羅的に受け止め、適切な行政窓口（土木・教育・公園・都市整備）とのハブ機能を果たし

ている。 

実務的な突破力と翻訳機能： 

西荻窪の事例に見られるように、行政側の懸念（安全面や将来の道路整備）に対し、専門

用語を翻訳しながら具体的な施工方法や役割分担を提案することで、合意形成を推進した。 

「点」から「面」への展開： 

雨庭の新規設置（点）に留まらず、和田小での次世代教育や、託児所での樹木管理受託など、

地域のみどりの質を維持する「面」のネットワークを構築した。 

 

（3） 課題と提言 

今後に向けた課題と提言は以下の 3 点である。 

 

個人・民間への伴走支援の強化： 

個人の熱意を停滞させないよう、初期相談後のフォローアップ体制や、小規模施工に対す

る具体的なパッケージ（補助金情報やモデルケースの提示）の充実が必要である。 

維持管理支援のインセンティブ化： 

GI 設置と「みどりの管理」をセットで支援することは、民間施設が GI を導入・継続する

際の大きな動機付けとなる。整備から維持管理までをパッケージ化することが有効である。 

学校モデルの横展開： 

和田小での「座学＋製作」の取り組みは、他校でも応用可能な「GI 教育の標準モデル」

となり得る。教育委員会等とも連携し、継続的な支援体制の構築を目指す。  
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4-9.2  試行結果を踏まえた中間支援組織の運営体制の検討 

試行結果を踏まえ、中間支援組織の運営体制とビジョン達成に向けたプロセスを検討した。 

なお、12 月 2 日に WEB 会議にて NPO 法人 birth 代表に中間支援組織の立ち上げ等に関

するヒアリングを実施し、このヒアリングの結果も参考に検討を行った。 

 

（1） NPO法人 birthへのヒアリング 

1) 目的 

NPO 法人 birth は、自然と人、人と人をつなぐことで、人々のライフスタイルに変革を

促し、自然と共生できる社会に導くことを理念に、公園の指定管理、エリアマネジメント、

地域連携によるイベント、生物多様性に関する調査や緑のコンサルティングなどを行って

いる。 

ヒアリングは、中間支援組織の在り方、行政とのかかわり方、事業展開の経緯などを伺

い本調査における中間支援組織の体制構築の検討の参考とすることを目的とした。 

 

2) 結果概要 

ヒアリングの結果から、NPO 法人 birth は小さな実績の積み上げから、採算がとれるよ

うな事業の受託につながり、今の体制になっていた。また、受賞することも重要な点であ

り、公園では関わって 4 年目に応募することにしている考えも伺うことができた。 

組織の経営については、財務や会計に詳しい人が必要であり、経営は最初から戦略的に

考えて進めていく必要があるなど先をいく中間支援組織の団体から学ぶ点があるヒアリン

グであった。 

 

＜ヒアリングの結果概要＞ 

 NPO 法人 birth は、小さな実績の積み上げが、近年の中間支援組織の事業に繋がっ

た。 

 NPO 法人は組織として、役割分担をして経営する必要がある。 

 目指す中間支援組織の在り方を定めた方がよい。 

 

（2） 中間支援組織の運営体制の検討 

試行結果を受けて中間支援組織の運営体制を検討し図 4-59 に示す。 

 

1) 中間支援組織の運営イメージ 

・中間支援組織（風致）を中心として、各地域の核となる団体や人とネットワークを築く。

地域では核となる団体等を中心として活動することで、広範囲で GI の普及を展開する。 

・中間支援組織は、GI の目指すビジョンを核となる団体・人と共有し、連携を図り GI の

推進を図る。 

・専門家、企業とも連携しながら杉並区が抱える課題を GI にて解決していく。 
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図 4-59 中間支援の運営イメージ 

 

2) 中間支援組織に求められる能力 

中間支援組織に求められる能力は、当初想定していた専門性、機動力、人材ネットワー

ク、地域性に加えて「関係者を目指すビジョンに誘導し束ねる力」を追加する。 

「関係者を目指すビジョンに誘導し束ねる力」とは、GI を推進していくために関係する

区民、各地域の市民団体、企業、雨庭の整備を担う施工業者、維持管理を担う造園業者な

ど全ての過程に関わる関係者に、杉並区の GI ビジョンで設定した生物多様性の保全と創

出による社会課題の解決の考え方を伝え、これらの関係者と目標を共有して、区内の GI を

展開していく力とする。 

 

なお、調査開始時に設定した求められる能力を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

本調査では、求められる能力を有する単独の組織にて中間支援を試行した。 

このとき、専門性など別途必要な要素（技術、人手など）は外部との連携で補うものと

位置づけている。 

今後、複数の団体を束ねる役割を担い、コーディネートを行う際には中立性が求められ

るため、複数の関係機関で中間支援組織の体制を構成することも考えられる。 

  

『当初設定した中間支援組織に求められる能力』 

・専門性：雨庭の効果的な整備箇所、整備方法の知識、整備ができる 

・機動力：行政ではすぐに対応できない個別相談の対応ができる 

・人材ネットワーク：GI に関連する行政、市民団体、地域のキーマン、地域外を含めた学

識者や専門家等との関係性を築いている 

・地域性：杉並区の歴史、地形、生物などを把握しており、かつての地形などから体験の場

の立地特性、GI の展開を考えることができる 

 また上記と関連するが地域の人とのつながりを持っている 
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3) GIビジョンを実現するための実施事項 

 

グリーンインフラを杉並区内に展開し 

『杉並の GI 雨水がはぐくむ、みずといのちの共生』を実現するための実施事項 

 

グリーンインフラを杉並区内に展開してビジョンを達成するためのプロセスを検討し、

各段階における実施主体を杉並区、中間支援のどちらかで示した。 

緑の枠の①～⑤は雨庭を広げていくことを念頭においたプロセスであり、薄ピンクのネ

ットワークの形成、人材育成、区への提案は、プロセスとは別に中間支援組織または行政

と中間支援組織が連携して日ごろから取り組まなければならない事項である。 

また、薄黄色で着色した項目は本調査で検討した項目である。それ以外の項目は、行政

との連携した検討または、中間支援における自主事業としての検討が必要となる。 

 

 

  

図 4-60 ビジョン達成に向けたプロセス 
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4-10. 運営調整 

情報基盤整備及び中間支援の発掘、資金確保の仕組みづくりの検討の調整し、中間支援組

織による運営の試行をサポートした。 

杉並区とは対象とするグリーンインフラとは何か、中間支援組織の役割や求められる能力

について議論を重ねた。このほか、情報基盤整備、中間支援組織の運営の関係者全員での全

体会議を９月から毎月開催して、本調査を遂行した。運営調整の実施状況を表 4-20 に示す。 

なお、本調査での実施概要と今後の実施事項をエラー! 参照元が見つかりません。に整理

した。 

 

表 4-20 全体打合せなどの運営調整の実施（1/3） 

No 日時 活動分類 場所 参加者 内容 

1 
7/25 

15:30～ 
官民対話 

杉並区役所会議

室 

杉並区  

建設技研 

風致 

・中間支援組織の試行内容と

着手時期の協議 

・本調査で扱うグリーンイン

フラの定義の確認 

・今後の進め方の確認 

2 
8/8  

14:20～ 
自治体協議 WEB 

杉並区 

建設技研 

・グリーンインフラの定義

案、中間支援組織の定義案 

・GI普及のストーリー（短

期）案の協議 

3 
8/20  

10:00～ 
自治体協議 

杉並区役所会議

室 

杉並区 

建設技研 

風致 

善福カエル 

・グリーンインフラの定義、

中間支援組織の定義の協議 

・GI普及のストーリー（短

期）案の協議 

4 
8/20  

13:00～ 

体験の場 

の下見 
イマジナス 

杉並区 

建設技研 

風致 

善福カエル 

・GIに関連する実験体験の

見学 

・イマジナスの施設見学 

5 
8/29  

14:00～ 

中間支援組

織打合せ 

阿佐ヶ谷地域区

民センター 

建設技研 

風致 

・本事業での中間支援組織の

実施内容の協議 

・杉並区 GIの定義、キャッ

チフレーズ 

6 
9/4  

11:00～ 
自治体協議 WEB/対面 

杉並区 

建設技研 

風致 

・29日の打合せ内容の杉並

区への報告 

・8日全体会議の内容確認 

7 
9/8  

15:00～ 
全体打合せ 

杉並区役所会議

室 

杉並区、建設技

研、風致、

Groove 

Gesigns、善福カ

エル、東京カー

トグラフィッ

ク、ハビタ 

・杉並区の GI、ビジョン 

・各団体の役割、実施事項、

スケジュール 

8 
9/18 

14:00～ 

企画課打合

せ 

杉並区役所会議

室 

杉並区（都市整

備管理課、企画

課）、建設技研 

・すぎなみボイス・すぎなみ

プラスの本事業での活用につ

いての相談 

9 
9/18 

15:00～ 
打合せ 

杉並区役所会議

室 

杉並区（都市整

備管理課）、建

・相談窓口の設置について：

窓口の機能や使い方、 
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設技術研究所、

風致 

 WEBの窓口をすぎなみプラ

スを活用することの確認 

表 4-20 全体打合せなどの運営調整の実施（2/3） 

No 日時 活動分類 場所 参加者 内容 

10 
9/26 

10:00～ 
打合せ WEB 

杉並区（都市整

備管理課、企画

課）、建設技

研、風致 Groove 

Gesigns、善福カ

エル 

・すぎなみプラスを活用した

相談窓口の設置について 

 記載内容、機能、スケジュ

ールの相談 

11 
9/29 

13:00～ 
打合せ WEB 

建設技研、風

致、東京カート

グラフィック 

・事例マップ：掲載情報、使

用する WEB公開のマップにつ

いて確認 

12 
10/6 

15:00～ 
打合せ WEB/対面 

杉並区、建設技

研、風致、

Groove 

Gesigns、善福カ

エル、東京カー

トグラフィッ

ク、ハビタ 

・検討状況の確認・共有 

13 
10/8 

10:00～ 
現地確認 猿田彦神社 

杉並区、建設技

研、風致 

（東京都） 

・体験の場の候補地の確認 

14 
10/17 

夕方 
窓口開設 － 

杉並区、建設技

研、風致、

Groove Gesigns 

・窓口開設 運用開始予定 

15 
10/19 

10:00～ 

体験の場・

窓口 
善福寺川公園 

杉並区、建設技

研、風致、善福

カエル 

・GIの紹介、水の浸透実

験、川の体験など 

16 
10/23 

14:30～ 
ヒアリング 済美小学校 建設技研、風致 

・小学校への GIに関連する

課題のヒアリング 

17 
10/27 

17:30～ 
打合せ WEB 

建設技研、風

致、善福カエル 
・体験の場の企画相談 

18 
11/10 

15:00～ 
打合せ WEB/対面 

杉並区、建設技

研、風致、

Groove 

Gesigns、善福カ

エル、東京カー

トグラフィッ

ク、ハビタ 

・検討状況の確認・共有 

19 
11/26 

18:00～ 
打合せ WEB 

建設技研、風

致、善福カエ

ル、ハビタ 

・専門家派遣について 

20 
12/1  

18:00～ 
打合せ WEB 

建設技研、風

致、善福カエル 
・認証制度について 

21 
12/2  

13:00～ 
意見交換 WEB 

杉並区、建設技

研、風致 

・birth 佐藤様 と中間支援

組織の立ち上げ、仕事内容に

ついて意見交換 
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22 
12/2  

18:00～ 
打合せ WEB 

杉並区、建設技

研、風致、善福

カエル 

・資金調達について 

 

表 4-20 全体打合せなどの運営調整の実施（3/3） 

No 日時 活動分類 場所 参加者 内容 

23 
12/6 

11:00～ 
体験の場 柏の宮公園 

杉並区、建設技

研、風致、善福

カエル 

浸透実験、雨庭メンテナンス 

24 
12/8 

15:00～ 
打合せ WEB/対面 

杉並区、建設技

研、風致、

Groove 

Gesigns、善福カ

エル、東京カー

トグラフィッ

ク、ハビタ 

・検討状況の確認・共有 

25 
12/22 

13:00～ 
打合せ 対面 

杉並区、建設技

研、風致 

・成果、今後の方向性の打合

せ 

26 
1/8 

15:00～ 
打合せ WEB/対面 

杉並区、建設技

研、風致、

Groove 

Gesigns、善福カ

エル、東京カー

トグラフィッ

ク、ハビタ 

・検討状況の確認・共有 
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4-11. 地方公共団体にとっての有効性 

今回対象とした杉並区にとっての本事業の有効性として、各取組の効果と課題を表 4-22

に整理した。 

表 4-22 各取組の効果・課題 

取組み 効果 課題 

相談窓口 

の開設 

個人・企業・学校からの相談があ

り、中間支援組織が入ることで区

民等へわかりやすい言葉で行政

の考え等を伝える翻訳の役割を

果たした。 

相談内容によっては、行政の窓口

対応の負担軽減も果たすことが

できた。 

すぎなみプラスフォロワー数：

182 人（2026.1.28 時点） 

本調査後も中間支援組織による窓口の

運営を継続的に実施すること。これに

より、ＧＩの実践をサポートすること

ができる。 

相談から、現場の整備までが連続して

いる事例もあり、中間支援組織として

の相談への対応がどこまでなのか、線

引きが必要である。 

整備など費用が発生する段階では、公

益性を確保しつつ施工ができる業者な

どへ引き渡していく必要がある。 

専門家派遣制度 

の検討 

相談内容に応じて、必要な専門家

を抽出して一覧として整理でき

た。 

相談の進捗から専門家派遣までは実施

できていない。 

今後実施する際には、中間支援組織と

専門家の間での依頼の手続きや、対応

内容に応じた妥当な費用の設定を行う

必要がある。 

また、整備にあたって生物とＧＩを理

解して施工ができる職人の育成も必要

である。 

MAP 

作成・公開 

ＧＩの広がり、地理的な条件等を

確認することができる事例ＭＡ

Ｐを制作。区民にＧＩの事例を伝

えることができる。なお、本調査

後もＭＡＰの使用が可能である。 

継続したマップの運用により、ＧＩの

広がりを可視化していく必要がある。 

運用は、登録制度と連携していく。 

認証制度 

の作成 

雨庭の登録だけでなく、人の繋が

りを築くことができる登録制度

の在り方を検討した。 

登録制度として検討した。今後運用し

て実態に合わせて制度を改良していく

必要がある。 

将来的には、認証制度として運用でき

るよう、技術面、制度面など全国の他事

例を把握しながら検討を進める必要が

ある。 

体験の場 

の提供 

区民へ区の課題とＧＩを伝える

場を設け、公園来訪者へ伝えるこ

とができた。 

より広く区内で体験の場を展開して、

ＧＩを普及していく必要がある。 

このため、各地区の公園等での開催と

ともに、常時体験の場を提供でき、集え

る場の整備を行う必要がある。 

資金確保の 

仕組みづくり 

専門家派遣、相談窓口の対応を対

価を得て運営することを検討。そ

の他自主事業として研修会、スタ

ディツアーの企画運営で参加費

を得る仕組みを検討した。 

将来的には、指定管理者制度を活

用したＧＩの拠点の運営の実施

も目指す。 

多角的に 

今後、価格の設定などを行い、対価を得

て中間支援の活動を展開するほか、Ｇ

Ｉ拠点の実現に向け、場所の選定、指定

管理者制度の試行的な活用など段階を

踏んで実現していく必要がある。 

同時に、自主事業に取り組む必要があ

る。 
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また、杉並区において GI の普及・展開にあたり中間支援組織が必要な理由を以下のとおり

整理した。 

 

杉並区の GI の普及・展開にあたり中間支援が必要な理由 

・宅地が７割である杉並では、豪雨対策を公共のインフラの他に住宅地で対応する必要が

ある。 

・区民に豪雨による浸水リスク、合流式下水道の課題の理解を広め、雨庭など雨水の浸透

機能をたかめる GI の普及を行う必要がある。 

・区民に理解を広げるためには、地域とのネットワークをすでにもつ地元の団体が中間に

入り、豪雨の課題と GI による対策をわかりやすく区民に伝えていくことが必要になる。 

 

 

公の目的である治水対策、浸水被害の軽減を達成するために、区民の協力・実践が必要で

あるため、区と区民や活動団体をつなぐ中間支援が欠かせない 

 

また、今回の運営の試行を踏まえると、グリーンインフラは杉並区内の複数部署を横断す

る調整が必要となる。複数部署に跨る情報を中間支援組織がとりまとめて、区民に情報を伝

える役割を果たしていた。 

行政側の有効性としては、区民への問い合わせに対応する時間を短縮することが可能であ

り、効果的・効率的にグリーンインフラの実装が可能となる。 

グリーンインフラのビジョンを各関係者が共有し、なおかつ行政、中間支援組織の日ごろ

のコミュニケーションが円滑であれば、中間支援の活動もより有効なものになると考えられ

る。 
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5章. 今後の進め方 

5-1. 今後の事業化にあたっての検討事項・課題 

今後の事業化にあたっての課題を、グリーンインフラを広げる、中間支援の活動を継続す

る、技術の向上と発展、他分野の展開の観点から以下のとおり整理した。 

 

《周知》 

・グリーンインフラの認知度の向上、重要性の理解促進 

⇒方策：広報・情報発信の機会の増加、グリーンインフラの効果の計測と公開 

・住宅地での認知度向上 

⇒方策：家主や不動産関係の企業がインセンティブを感じられる社会的な仕組みづく

り（その一つが認証制度） 

 

《継続性》 

・GI を学び、広げる人材の育成 

・中間支援組織の運営資金 

 

《GI技術の向上・発展》 

・専門家や企業との連携（共同研究･開発への取り組み） 

 例）集合住宅での各戸での GI の導入、浸透能の維持、メンテナンス方法の確立など 

・技術資料・手引きの作成 

 

《他分野への展開》 

・福祉、地域振興、観光などへの展開のため、区の様々な部署との連携 
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5-2. 今後の事業化に向けたスケジュール 

5-2.1  スケジュール 

事業化とは、市場で継続的に収益を生み出すサービスとして確立し、世の中に提供してい

く一連のプロセス全体のことである。 

中間支援組織が自立して杉並区内でのグリーンインフラの支援を展開することを目指した

スケジュールを検討し、図 5-1 に示した。 

なお、将来ビジョンとして目指すべき中間支援組織の姿、中間支援組織の業務内容、財政

的な自立について以降に検討結果を示す。 

 

事業化に向けたスケジュールは、フェーズ１の基盤形成期の 3 か年、フェーズ 2 の自立移

行期の 3 か年を経て中間支援組織としての将来ビジョンに到達するものとした。 

また、フェーズ展開として、フェーズ１，フェーズ 2 における位置づけと主な事業を表 5-1

に示した。 

 

【フェーズ 1：基盤形成期 R7～R9】 

モデル事業による実績づくり、中間支援組織の認知度信頼性を高める時期。 

区からの委託により中間支援の業務を実施する。 

【フェーズ 2：自立移行期 R10～R12】 

指定管理者制度を活用した拠点の運営と自主事業を合わせて黒字経営を目指す。 

【フェーズ 3：将来ビジョンの実現 R13】 

拠点の管理運営と自主事業 
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表 5-1 将来ビジョンに向けたフェーズ展開 

フェーズ 1 

基盤構築期 

R7 年度～R9 年度 

位置づけ ・GI 普及の土台づくり 

・行政からの業務委託、補助金・助成金を主軸に中間支援

の業務を実施 

主な業務 ①相談窓口の運営：相談者の事情に合わせた柔軟な導入支

援を行い、実践者を増やす。 

②登録制度の運用：点在する実践者をつなぎ、活動を見え

る化する。 

③環境学習支援： 区の環境学習事業等と連携し、学校教

育における GI のカリキュラム化、次世代の担い手育成を

支援。 

④人材育成：GI 実践の担い手となる人物、GI の整備の技

術を持つ職人の育成。 

※フェーズ２に向けて、拠点となる場所の選定、企業との

ネットワーク形成などを実施。 

フェーズ 2 

自立移行期 

R10 年度～R12 年度 

位置づけ ・財政的な自立を目指す 

・指定管理者となり活動拠点を運営するとともに、自主事

業により中間支援の業務を実施 

主な業務 ①拠点の確保と運営：指定管者理制度等を活用して、区内

の公園等を管理し、区民が GI の実物に触れられる「見本」

や「学びの場」として運営。 

②自主事業の展開：企業の環境貢献活動（CSR･ESG 対応

など）を支援する事業を展開。 

民有地の GI をまとめて環境価値（生物多様性への貢献

度など）を評価・認証する手続きを支援、その維持管理

を受託して収益を確保。 

※フェーズ 1 の業務は継続して実施。 
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（1） 将来ビジョン 

① 目指すべき中間支援組織の姿 

目指すべき組織の姿を、「自走」する組織であり、「行政と対等なパートナーとして、と

もに公共サービスを担う」組織であること、そのうえで、GI を支える豊富な人材を築くた

め人材育成を継続し、公平性を担保した運営ができていることと位置付けた。 

 

「自走」する組織 

・目標を達成するために自ら課題を発見し、判断し、行動する。 

・業務委託を超えた収益の多角化 

 

「行政と対等なパートナーとして、ともに公共サービスを担う」組織 

・民設・民営の中間支援組織として、行政への提案を行える関係性・立場であること 

・対等なパートナーシップの実現 

・官民の「ハブ」として機能 

自走により行政・企業・NPO 等の論理を理解した「中立的なプロデューサー」で 

あること 

行政へ：民間のスピード感、技術の導入 

民間へ：公共的大義名分、行政リソースへのアクセス提供、仲介機能により官

民連携を加速させる※ 

 

 

 

 

 

GIを支える豊富な人材の存在 

・生物や GI の整備の知識や技術をもつ人材を育成し、GI の相談、計画、設計、整備

が可能な人材を増やし続けている。 

 

公平性の担保：「プロセスの透明化」「成果の社会還元」 

適切なプロセスを設定し、ルールの明文化することで、情報を独占しない仕組みをつ

くる。 

・情報の公開性の確保 

・公共の利益との合致 

・ガイドライン（ルール）の策定 

・行政側が、グリーンインフラの PPP エージェントとしての役割を期待 

PPPエージェントの役割を果たすようになると連携から共創のステップへ移行する。 

 

 

※本検討における定義 
・公共的大義名分は、個人の利益ではなく、社会時全体の共通の利益に資するものであると

いう正当な理由、根拠。 
・ここで対象とする行政リソースは、水害実績、下水道台帳、下水道流域図、GI 整備状況、

効果などのデータとする。 
・仲介機能は、人･モノ･お金･情報を必要としている団体、個人へ橋渡しする。行政と企業

や区民の間に立ち調整すること。 

PPP(官民連携)エージェント： 

行政と民間企業の橋渡し役となり官民連携事業を円滑に進める専門家 
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② 中間支援組織の業務内容 

中間支援組織の業務内容は、杉並区の GI ビジョンである『杉並の GI 雨水がはぐくむ、

みずといのちの共生』を実現するため、「自立した官民連携パートナー」として以下を実施

するものとした。 

 

業務内容 

・雨庭等の GI を単なる雨水処理施設としてではなく、「地域の生物多様性に寄与する社

会資本」として普及させることを目指す。 

 ここでは雨庭を、ビオトープとして生物の生息・生育空間であると定義する。 

・区内の公園等を活用した活動拠点の確保、民間収益事業の確立により行政への依存度

を低減させた「自立運営体制」を構築する。 

 

対象箇所に応じた目標 

GI の実践の場を民有地と公共空間の 2 つ分けられ、それぞれに対応した目標を設定し

た。特に民有地については、当面は、広く普及することを目指し、導入のハードルを下げ

て GI の普及に取組むこととする。なお、当面とは、普及啓発期間として令和７年度以降の

3 年間を想定する。4 年目からは、GI 導入箇所に応じて生物多様性の機能の付加も並行し

て進める。 

民有地（家庭・事業所） 

本来は生物多様性の機能を有すべきだが、導入のハードルを下げ、雨水の貯留・浸透

による「治水機能」と身近な緑化による「修景機能」のすそ野を広げる。 

公共空間（公園・拠点） 

専門的知見に基づき、在来種の活用など「生物多様性の保全機能」を重点的に強化し、

地域の自然環境の核を形成する。 

 

③ 財政的な自立 

財政的に自立した組織であるため、業務委託を超えた収益の多角化を行う。表 5-2 に示

す自主事業と GI 推進拠点の指定管理から収益を得ることとする。 

今回の調査を通して既に、大手ハウスメーカーより、集合住宅および戸建住宅へのグリ

ーンインフラ導入や、生物多様性に配慮した緑地管理に関する技術相談・連携の打診があ

った。企業の「環境価値向上（不動産価値向上）」へのニーズは顕在化しており、専門的知

見の提供が収益事業として成立する見込みが高い。 

表 5-2 中間支援組織の収益 

自主事業 GI 推進拠点の指定管理 

・民有地への GI 導入支援 

・民有地の GI 維持管理代行 

・企業向け研修、セミナー、勉強会などの人材育成

事業 

・イベント 

・物品販売（雨庭整備・維持管理関連製品の開発・

商品化） 

・GI ショールーム（見本市）の運営 

・人材育成フィールドの運営 

・イベントの企画運営 
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5-2.2  杉並区におけるグリーンインフラの展開 

（1） グリーンインフラの展開 

杉並区においてどこにどのように雨庭を増やしてグリーンインフラを展開していくのか

をとりまとめた。GI 普及の展開は、公園、学校、道路わきの空き地などの公共空間にて GI

である雨庭を整備し、区民に知ってもらう。その後、自分の家でできることを実践できる

ようにサポートして、雨庭を増やしていく。また、知ってもらうための整備のワークショ

ップ、研修会を専門家とも連携して実施する。この展開を図 5-2 に示した。 

なお、この展開を進めるにあたり区役所と区民及び中間支援組織との協働の定義を、以

下のように設定した。 

区民・中間支援組織との協働の定義 

『同じ目標･GI のビジョンを実現するパートナーとして、 

お互いのもつ資源を共有･活用しながら活動に取り組んでいく。』 

・目標の共有：目標を共有し、その達成のために様々な主体が参画する。 

・パートナー：対等な関係性、お互いを尊重する。 

・資源の共有・活用：それぞれの主体が持つ人材、技術、情報、資金などの資源を提供

し、補い合う。 

 

杉並区における雨庭を中心としたグリーンインフラの展開 

✓ どこで 

  杉並区の大部分を占める住宅地にて雨庭を増やしていく 

 

✓ どうやって 

・杉並区の課題と GI の情報発信を行い、区民の興味関心を高める 

⇒GI 情報基盤（すぎなみプラス）、事例マップ、登録制度、 

体験の場（あおぞらワークショップなどイベント） 

・興味を持った人が実践するためのサポート 

⇒相談窓口、専門家の派遣、雨庭の管理や評価方法の情報提供 

 

 

 

図 5-2 杉並区におけるグリーンインフラの展開 

GI情報基盤 情報の発信･蓄積／相談窓口 

公
共
空
間 

民
有
地 

杉並区の課題 

GIの情報発信 

・先行事例の整備 

・公共空間での体験の場 

 「あおぞらワークショップ」の開催 

体験の場

への参加 

GIへの 

興味･関心 

の高まり 

個人宅など 

での雨庭 

整備 

相談への対応 相談 専門家派遣 

・GIを支える専門家･人材の育成 
公共空間にて雨庭の整備技術を
伝える研修会等の開催 

・公共における GI導入の増加 

雨庭 
の 
維持 
管理 

評価 

評価 

管理･評価方法
の情報提供 

：中間支援組織 ：区民･企業など ：杉並区 

･GI 情報基盤の活用 

･事例マップ 

･登録制度 
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（2） 行政と中間支援組織の役割 

行政と中間支援組織の役割分担を、GI のビジョン達成に向けたプロセスに沿った実施事

項（図 4-60）に基づき検討し、表 5-3 に整理した。 

 

表 5-3 杉並区と中間支援組織の役割 

ビジョン達成に向けたプロセス 

段階 自治体 中間支援組織 

区民への 
周知 

・区の媒体を用いた広報の実施 
・情報基盤としてのすぎなみプラスの
場の提供 

・体験の場の共催と道具などの提供支
援 

・指定管理者制度を活用した拠点の創
設に向けた調整、検討 

・事例 MAP の管理 

・市民のネットワークによる広報 
・情報基盤の構築・運用（すぎなみプラ
スの活用） 

・体験の場の企画・実施運営 
・指定管理者制度を活用した常設の集
い･体験の場の管理･運営 

・事例 MAP の運用（評価：GI の普及
状況の見える化） 

相談 
サポート 

・相談窓口対応の連携 
・公共に関する相談内容への対応 
・利害関係者との調整 

・相談窓口の開設・運営（自治体支援の
必要性、必要な専門内容な判断し、相
談の対応先を仕分け） 

・専門家の派遣（連携） 

GI の整備 ・公共空間における整備の実施（公共
事業） 
※公共事業として整備、整備内容は
中間支援組織や区民と連携して検
討する場合も有。 

・民有地における実施（専門家、施工業
者の紹介）のサポート 

・公共空間の整備に関する技術的なア
ドバイス、コーディネート 

評価 ・杉並区全体の GI 実施による効果の
評価･検証点検 

・公共空間における GI の効果計測(委
託も含む) 

・民有地における GI の効果計測（各戸
での計測方法の開発、計測実施、機器
販売） 

維持管理･ 
改良 

・公共空間における整備箇所の維持管
理、改良の実施（委託も含む） 

・GI の他分野への展開（庁内連携・調
整） 

・体験の場での維持管理の実施 
・公共空間の GI の維持管理 
・技術面での維持管理方法の確立など 

プロセス外の実施事項 

実施事項 自治体 中間支援組織 

ネットワーク
の形成 

・GIAS の活用 
・行政が有する人材、事業者等の
紹介・マッチング 

・登録制度の運用（事例 MAP と連動、登
録者への情報発信、参加呼びかけ等） 

・各地域に核となる団体・人物探し 

人材育成 ・自治体職員、業務受注者向け研
修の企画 

・中間支援組織が企画する研修、
講習会等の後援、共催 

・企業研修、講習会･WS の開催、学校の
出前講座などの企画･実施 

・技術資料・手引き作成 

区への提案 ・提案を確認・判断 ・改善提案、課題のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 
・施策の提案 
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（3） 他の自治体等への展開にあたっての条件や課題 

他の自治体等への展開にあたっての条件と課題を検討項目ごとに表 5-4 に整理した。 

 

表 5-4 横展開にあたっての条件や課題（1） 

項目 条件 課題 

相談窓口の開設 

グリーンインフラ用の意見

交換・マッチング可能な掲示

板、活動共有 MAP、相談窓口

をまとめて開設･運用し一元管

理していく。 

・中間支援組織が窓口を担う

場合には、組織の信頼度が必

要になる 

⇒自治体名を出して連携し

ていることを示すとよい。杉

並区の既存仕組みであるす

ぎなみプラスを活用し、区と

連携していることも示して

窓口を開設した。 

・相談窓口の存在の周知：自治

体が持つ既存の市民への情

報発信方法を含め、複数の方

法で周知を図る必要がある。 

・GI の相談といっても、はじ

めて GI を聞くひとは何を相

談してよいのかわからない。

GI とは何か、自治体が目指

す GI の方向性を伝えること

を同時に行う必要がある。 

専門家派遣制度の検討 

相談窓口への問い合わせに

対する技術相談や指導対応の

ほか、区民向けの指導などを実

施する制度を検討する。 

・中間支援組織となる団体が

専門家との連携を構築して

いるとスムーズに運用に移

行することができる。 

・専門家派遣を、依頼者からの

報酬を得て、専門家派遣が実

施できるかを試行する必要

あり。対応内容に対する金額

等を設定する必要がある。 

MAP 作成・公開 

ポテンシャルや実施箇所等

の情報を MAP 化し Web アプ

リにて閲覧環境を構築する。 

・活用する基盤情報を整理し

ていること。 

・地図情報は、国土地理院に利

用申請を行う必要がある。 

・Googlemap の場合、レイヤー

数の制限があるため、掲載情

報を絞り込む必要がある。 

認証制度の作成 

雨庭認定制度の事例を踏ま

え、杉並区版の雨庭認定制度を

設立する。 

・認証制度の目的、認証組織の

権威、認証のための審査条

件・技術の整備が必要とな

る。 

・認証にあたり、認証機関の信

頼性、認知度が必要。 

・自治体のＧＩの取組みの度

合い、技術面の整備に応じて

認証制度に移行していく。 

体験の場の提供 

学校や公園、区の施設を候補

として見学可能な雨庭を造成。

廃校なども候補として、集える

場づくりを検討する。 

・多くの人に参加の機会を提

供するために公共の場にて

体験の場を行う。このため自

治体と協働で行う必要があ

る。 

・常時集い・体験できる場の提

供が望ましい。公園等のフィ

ールドの指定管理に向けて

検討する必要がある。 
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表 5-4 横展開にあたっての条件や課題（2） 

項目 条件 課題 

中間支援組織の発掘 

 中間支援組織に求められる

役割や能力をもとに団体を選

定する。 

・GI の知見と地域の将来ビジ
ョンを持ち下記の有する団
体 

・専門性、機動力、人材ネット
ワーク、地域性 

・関係者を目指すビジョンに
誘導し束ねる力  

・自治体や地域における GI の
ビジョンや展開の方向性に
応じて中間支援組織に求め
る条件が異なると考えられ
る。それぞれで必要な条件を
整理する必要がある。 

運営調整 

 実施方針①の検討・実施内

容、及び中間支援の発掘、資金

確保の仕組みづくりの検討の

調整し、中間支援組織による運

営の試行をサポートしていく。 

・中間支援組織の立ち上げに
あたって、運営の調整役の担
当がいると滞りがすくなく
進みやすい。 

・中間支援組織の構成員が担
うこともあると考える。 

・本調査ではモデリング事業
として実施したため、運営調
整を担う役割を配置したが、
配置できるとは限らない。 

資金確保の仕組みづくり 

 中間支援組織としての活動

を行うための資金の仕組みを

検討する。 

・中間支援組織が担う役割に
応じ資金確保の仕組みが異
なると思われる。 

・様々なルートで財源を確保
していく。 

・行政からの委託も財源確保
の 1 つに含むが、自立し、活
動を継続的に行えるように
なることをめざすことが望
ましい。 

中間支援組織による 

運営の試行 

中間支援組織が構築した情

報基盤の管理･運営を担い、相

談窓口、体験の場など試行的に

実施する。 

・中間支援組織が担当する実
施事項、権限などを明確にす
る。 

・中立性を確保した中間支援
の在り方を行政と中間支援
組織にて事前に確認してお
く。 

・中間支援組織の役割、権限を
決めるまでに時間を要する
と考えられる。 

 


